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No.61

平
成
７
年
４
月

「
平
成
６
年
度
清
掃
局
派
遣
研
修
報
告
書
」
ま
と
ま
る
！

特
別
区
制
度
改
革
実
現
の
た
め
の「
第
3
次
行
動
計
画
」

に
基
づ
き
行
わ
れ
た
『
平
成
6
年
度
清
掃
局
派
遣
研
修
』

の
報
告
書
が
、
3
月
末
に
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

清
掃
局
派
遣
研
修
は
、
昨
年
4
月
か
ら
１
年
間
、
23
区

の
係
長
・
主
任
級
の
職
員
（
各
区
1
名
）
を
清
掃
局
に
派

遣
し
、
派
遣
先
職
場
で
の
実
務
研
修
を
初
め
、
ご
み
収
集

作
業
の
体
験
学
習
や
施
設
見
学
等
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

研
修
生
は
、
各
職
場
で
の
実
務
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
を

中
心
に
、
毎
月
、
研
修
成
果
を
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め

て
き
ま
し
た
。

こ
の
「
報
告
書
」
は
、
こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
研
修
生

自
ら
が
テ
ー
マ
毎
に
整
理
し
、
編
集
委
員
会
（
6
名
の
研

修
生
で
構
成
）
で
、
排
出
か
ら
最
終
処
分
ま
で
の
ご
み
の

流
れ
に
沿
っ
て
編
集
し
た
も
の
で
す
。

内
容
は
、
ご
み
の
収
集
・
運
搬
・
中
間
処
理
・
最
終
処

分
の
ほ
か
、
施
設
の
整
備
や
人
事
制
度
に
も
わ
た
り
、
都

が
行
っ
て
い
る
清
掃
事
業
の
全
体
像
の
概
略
を
ま
と
め
て

お
り
、
Ａ
4
判
で
４
０
０
ペ
ー
ジ
近
く
の
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。

特
別
区
は
、
平
成
12
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
清
掃
事
業

の
移
管
に
向
け
、
体
制
整
備
を
着
実
に
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
清
掃
事
業
へ
の
認
識
を
さ
ら
に
深
め
、
地
域
に

根
ざ
し
た
事
業
展
開
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。こ

の
、「
報
告
書
」
が
今
後
の
各
区
の
受
入
れ
準
備
作

業
や
清
掃
事
業
に
対
す
る
理
解
促
進
に
向
け
、
積
極
的
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

※ 
制
度
改
革
推
進
室
は
、
4
月
1
日
か
ら
「
事
務
事

業
移
管
等
準
備
室
」
に
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
。

派遣された 23 名の研修生
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清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト

清
掃
事
業
は
、
地
域
の
実
情
や
住
民
ニ
ー
ズ
に
即
し
て

適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
住
民
に
身
近
な

事
務
で
す
。

ま
た
、
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
ご
み
問
題
解
決
に

向
け
、
ご
み
減
量
化
な
ど
、
地
域
か
ら
の
取
組
を
住
民
と

一
体
と
な
っ
て
進
め
る
た
め
に
も
、
特
別
区
へ
の
清
掃
事

業
の
移
管
が
急
が
れ
ま
す
。

特
別
区
制
度
改
革
は
、
清
掃
事
業
の
移
管
が
最
大
の
懸

案
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
昨
年
末
ま
で
に
、「
都
区
制
度

改
革
に
関
す
る
ま
と
め（
協
議
案
）」が
都
区
で
合
意
さ
れ
、

都
の
労
使
合
意
も
決
着
を
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
特

別
区
制
度
改
革
は
、
法
改
正
実
現
に
向
け
て
、
大
き
く
動

き
だ
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
今
号
か
ら
制
度
改
革
実
現
へ
の
最
大
の
要
素

と
な
っ
て
い
た
清
掃
事
業
の
移
管
に
つ
い
て
、
シ
リ
ー
ズ

で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
今
回
か
ら
3
回
に
分
け
て
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
経

緯
の
概
略
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

清
掃
事
業
移
管
の
経
緯

①
特
別
区
の
事
務
へ
の
位
置
づ
け

特
別
区
の
区
域
に
お
け
る
清
掃
事
業
は
、
都
制
発
足

後
、
戦
中
～
戦
後
の
一
時
期
を
除
い
て
、
都
が
一
体
と
し

て
行
っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
39
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
お
い
て
、
汚
物
の
収

集
及
び
運
搬
に
関
す
る
事
務
は
、
特
別
区
の
事
務
と
な
り

な
が
ら
、
施
行
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
昭
和
49
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
お
い
て
も
、

特
別
区
は
原
則
と
し
て
市
並
み
の
事
務
及
び
保
健
所
設
置

市
の
事
務
等
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
と
き
も
一
般
廃
棄
物
の
「
収
集
・
運
搬
」
に
つ

い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
都
に
留
保
さ
れ
ま

し
た
。

②
清
掃
事
業
移
管
問
題
協
議
会
の
発
足

特
別
区
は
、自
治
権
拡
充
の
一
環
と
し
て「
収
集・運
搬
」

の
事
務
の
移
管
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
昭
和
56
年
、
特
別

区
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
都
区
検
討
委
員
会
の
下
部
組
織

と
し
て
、「
清
掃
事
業
移
管
問
題
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

協
議
会
で
は
、「
収
集
・
運
搬
」
を
特
別
区
に
移
管
す

る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
問
題
点
を
整
理
し
、
解
決
の
た

め
の
基
本
的
方
向
を
検
討
し
ま
し
た
。
検
討
結
果
は
、
昭

和
59
年
に
清
掃
事
業
移
管
問
題
協
議
会
最
終
報
告
と
い
う

か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

③
都
区
制
度
改
革
の
基
本
的
方
向

清
掃
事
業
移
管
問
題
協
議
会
の
報
告
は
、
都
制
度
調
査

会
報
告
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
昭
和
61
年
、「
都
区
制
度

改
革
の
基
本
的
方
向
」
と
し
て
都
区
合
意
に
繋
が
り
ま
し

た
。こ

れ
に
よ
り
、
特
別
区
に
一
般
廃
棄
物
の
「
収
集
・
運

搬
」
を
移
管
す
る
な
ど
、
特
別
区
制
度
改
革
の
方
向
づ
け

が
さ
れ
ま
し
た
。

④�

第� 22
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
と
都
区
制
度
改
革

に
関
す
る
中
間
の
ま
と
め

平
成
2
年
に
出
さ
れ
た
第
22
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申

で
は
、「
都
区
制
度
改
革
の
基
本
的
方
向
」
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
方
向
で
、
特

別
区
に
移
譲
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
答
申
を
具
体
化
す
る
た
め
、
都
区
双
方

で
検
討
を
進
め
、
平
成
4
年
、「
都
区
制
度
改
革
に
関
す

る
中
間
の
ま
と
め
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
も
、
清
掃
事
業
の
移
管
範
囲
は
、
法
律
の
規
定

ど
お
り
「
収
集
・
運
搬
で
あ
り
、「
処
理
・
処
分
」
は
都

に
残
す
と
い
う
こ
と
が
都
区
の
共
通
認
識
で
し
た
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
①

清
掃
事
業
移
管
の
経
緯 

⑴

平
成
7
年
1
月
No.
58

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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前
号
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
平
成
4
年
の
「
都
区
制
度

改
革
に
関
す
る
中
間
の
ま
と
め
」
は
、清
掃
事
業
の
う
ち
、

一
般
廃
棄
物
の
「
収
集・運
搬
」
を
特
別
区
が
行
い
、「
処

理
・
処
分
」
は
都
で
行
う
と
い
う
法
律
の
規
定
に
沿
っ
た

内
容
で
し
た
。

⑤�

「
中
間
の
ま
と
め
」
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行
わ
れ
た

都
の
労
使
協
議

22
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
で
は
、
清
掃
事
業
の
移

管
に
あ
た
っ
て
、
関
係
者
間
の
意
見
の
一
致
が
求
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
都
は
職
員
団
体
等
と
協
議
を
開
始
し

ま
し
た
。

協
議
の
場
で
は
、
大
都
市
に
お
け
る
清
掃
事
業
の
あ
り

方
論
か
ら
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
中
間
の
ま

と
め
」
に
と
ら
わ
れ
ず
、
収
集
か
ら
最
終
処
分
ま
で
一
貫

し
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
原
則
と
し
、
資
源
循
環
型
へ

の
転
換
を
提
起
す
る「
清
掃
事
業
の
基
本
的
あ
り
方
」が
、

平
成
5
年
4
月
、
労
使
で
の
共
通
認
識
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
ま
し
た
。

⑥
不
退
転
の
決
意
を
示
す
「
第
��3
次
行
動
計
画
」

特
別
区
と
し
て
は
、「
基
本
的
あ
り
方
」
以
後
都
の
労

使
協
議
の
進
展
を
見
守
り
、
都
か
ら
の
正
式
提
案
を
待
っ

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
協
議
は
な
か
な
か
進
展
せ
ず
、
都
か
ら
の
新

た
な
提
案
も
な
い
ま
ま
、
5
年
8
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た

最
終
素
案
の
取
り
ま
と
め
も
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
特
別
区
は
平
成
7
年
4
月
の
制
度
改

革
実
現
に
こ
れ
以
上
の
遅
れ
は
許
さ
れ
な
い
、
と
の
認
識

か
ら
平
成
5
年
10
月
に
「
第
3
次
行
動
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、

⑴ 

清
掃
事
業
の
現
状
把
握
を
目
的
と
し
た
都
清
掃
局
へ
の

派
遣
研
修
等
の
実
施

⑵ 

基
本
的
考
え
方
を
構
築
す
る
た
め
の
「
特
別
区
の
清
掃

事
業
の
あ
り
方
」
の
検
討

⑶
受
入
れ
に
向
け
た
積
極
的
Ｐ
Ｒ

の
3
点
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
基
本
的
考
え
方
の
構
築
で
は
、
特
別
区
制
度
改

革
推
進
委
員
会
（
部
長
級
で
構
成
）
の
下
に
「
資
源
循
環

部
会
」、「
自
区
内
処
理
部
会
」（
い
ず
れ
も
課
長
級
で
構
成
）

を
設
置
し
、そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

⑦�
特
別
区
が
独
自
に
検
討
し
た
「
特
別
区
に
お
け
る

清
掃
事
業
の
基
本
的
あ
り
方
」

第
3
次
行
動
計
画
に
基
づ
き
検
討
を
進
め
て
き
た
「
特

別
区
に
お
け
る
清
掃
事
業
の
基
本
的
あ
り
方
」
が
、
平
成

6
年
4
月
、
制
度
改
革
推
進
本
部
（
区
長
で
構
成
）
で
了

承
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
特
別
区
が
め
ざ
す
清
掃
事
業
の
あ
る
べ
き
姿

を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
型
の
清
掃
事
業
を
資
源
循

環
型
へ
転
換
し
、
自
区
内
処
理
の
原
則
を
実
現
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
移
管
ま
で
に
準
備
す
べ
き

現
実
的
な
対
応
と
し
て
、

①
資
源
化
関
連
施
設
の
整
備

②
直
営
車
の
車
庫
整
備

③
全
量
中
間
処
理
体
制
の
実
現

④
最
終
処
分
場
の
確
保

⑤
総
合
的
な
調
整
方
法
の
確
立

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
実
現
に
は
、
都
区
間
の
役
割
分
担
や
適
切
な

財
源
措
置
を
含
む
短
期
的
な
計
画
と
、
あ
る
べ
き
姿
に
至

る
ま
で
の
中
・
長
期
的
な
計
画
が
不
可
欠
で
あ
り
、
各
区

で
の
計
画
策
定
が
緊
急
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
②

清
掃
事
業
移
管
の
経
緯 

⑵

平
成
7
年
2
月
No.
59
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清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
③

清
掃
事
業
移
管
の
経
緯 

⑶

平
成
7
年
3
月
No.
60

前
回
は
、
特
別
区
が
第
3
次
行
動
計
画
に
基
づ
き
、
清

掃
事
業
全
般
に
わ
た
る
基
本
的
考
え
方
を
構
築
し
た
と
こ

ろ
ま
で
説
明
し
ま
し
た
。

⑧�

「
清
掃
事
業
の
具
体
的
あ
り
方
」

　
平
成
６
年
2
月
、
都
の
労
使
は
、
前
年
4
月
の
「
あ
り

方
」
を
ふ
ま
え
、「
具
体
的
あ
り
方
」
を
取
り
ま
と
め
、

⑴
資
源
循
環
型
清
掃
事
業
へ
の
転
換

⑵
自
区
内
処
理
の
原
則

⑶
一
貫
性
の
確
保

等
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
た
。

移
管
時
期
等
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
労
使
間
で
意
見
が
異

な
る
も
の
の
、
都
は
い
よ
い
よ
移
管
案
の
策
定
作
業
に
入

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑨
「
特
別
区
に
お
け
る
清
掃
事
業
の
実
施
案
」

清
掃
事
業
の
特
別
区
へ
の
移
管
は
、
平
成
6
年
5
月
24

日
の
臨
時
区
長
会
を
境
に
、新
た
な
段
階
に
入
り
ま
し
た
。

こ
の
日
、
都
は
区
長
会
に
対
し
て
「
実
施
案
」
を
示
し
、

こ
れ
を
も
と
に
特
別
区
や
関
係
者
（
職
員
団
体
等
）
と
協

議
し
た
い
と
い
う
提
案
を
行
い
ま
し
た
。
清
掃
事
業
の
移

管
範
囲
を
こ
れ
ま
で
の
収
集
・
運
搬
か
ら
、
処
理
・
処
分

ま
で
拡
大
す
る
新
た
な
提
案
で
す
。

焦
点
の
清
掃
事
業
移
管
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
各
区
の

円
滑
な
事
業
の
運
営
の
た
め
に
、
次
の
3
点
の
条
件
整
備

が
完
了
す
る
時
点
を
判
断
要
素
と
し
て
い
ま
し
た
。

⑴
直
営
車
車
庫
の
整
備

⑵
可
燃
ご
み
の
地
域
処
理
が
可
能
な
全
量
焼
却
体
制
の
構

築⑶
新
海
面
処
分
場
の
供
用
開
始

こ
の
新
提
案
に
対
し
、
区
長
会
と
議
長
会
は
協
議
を
重

ね
、
6
月
28
日
の
合
同
会
議
に
お
い
て
「
実
施
案
」
を
基

本
的
に
了
承
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
特
別
区
は
、
清
掃
事
業
の
移
管
に
向
け
て
大
き

な
一
歩
を
踏
み
出
し
、
都
区
は
「
実
施
案
」
を
も
と
に
双

方
の
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑩
「
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
ま
と
め
」（
協
議
案
）

8
月
19
日
に
、
都
は
都
区
制
度
改
革
全
般
に
関
す
る
検

討
・
協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
「
最
終
素
案
」
を
提

示
し
ま
し
た
。

先
の
「
実
施
案
」
と
比
べ
る
と
、
清
掃
事
業
移
管
の
内

容
は
雇
上
車
両
関
係
の
事
務
や
職
員
の
身
分
取
扱
等
、
幾

つ
か
の
点
で
変
更
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
移
管
時
期
に
つ

い
て
は
、
条
件
整
備
が
整
う
平
成
12
年
4
月
に
行
う
と
初

め
て
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
か
ら
、
区
長
会
と
議
長

会
は
4
回
に
わ
た
る
慎
重
な
検
討
を
重
ね
、
9
月
9
日
の

合
同
会
議
に
お
い
て
「
最
終
素
案
」
を
了
承
し
、
都
知
事

に
対
し
て
正
式
に
回
答
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
最
終
素
案
は
都
区
制
度
改
革
推
進
委
員
会
に
お
い

て
「
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
ま
と
め
」（
協
議
案
）
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
、
9
月
14
日
に
自
治
省
へ
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

⑪
「
具
体
的
行
動
計
画
」

一
方
、
各
区
は
清
掃
事
業
の
あ
る
べ
き
姿
を
め
ざ
す
計

画
の
策
定
を
進
め
、10
月
に
都
区
で
「
具
体
的
行
動
計
画
」

を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
後
、
12
月
に
都
と
関
係
者
と
の
協
議
に
意
見
の
一

致
が
見
ら
れ
、
都
知
事
と
区
長
会
会
長
は
、
正
式
に
自
治

大
臣
に
関
連
法
の
改
正
要
請
を
行
い
ま
し
た
。

「清掃事業移管のポイント」これまでの経緯
S.39 年 地方自治法改正〔収集・運搬事務が区の事務となるが、移管されず〕
S.49 年 地方自治法改正〔収集・運搬事務は都に留保〕
S.56 年 都区で「清掃事業移管問題協議会」�を設置
S.59 年 「清掃事業移管問題協議会最終報告」
S.61年 都区で「都区制度改革の基本的方向」を合意
H.� 2 年 「第 22 次地方制度調査会答申」
H.� 4 年 都区双方で「都区制度改革に関する中間のまとめ」を策定
H.� 5 年
4月 都労使間で「清掃事業のあり方」( 基本的あり方 )を取りまとめ
10月 区が「第 3 次行動計画」を策定

H.� 6 年
2月 都労使間で「清掃事業のあり方」( 具体的あり方 )を取りまとめ
4月 区が「『特別区における清掃事業』の基本的あり方」を取りまとめ
5月 都が「特別区における清掃事業の実施案」を提案
8月 都が「都区制度改革に関する最終素案」を提示
9月 都区で「都区制度改革に関するまとめ ( 協議案 )」を合意
10月 都区で「具体的行動計画」を取りまとめ
12月 都知事と区長会会長が自治大臣に関連法の改正を正式要請

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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今
号
か
ら
６
回
に
分
け
て
、
昨
年
9
月
に
都
区
が
正
式

に
合
意
し
た
「
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
ま
と
め
（
協
議

案
）」
の
中
か
ら
、
清
掃
事
業
の
移
管
に
係
る
部
分
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
、⑴
こ
れ
か
ら
の
清
掃
事
業
の
基
本
的
考
え
方
、

⑵
移
管
の
範
囲
、
⑶
移
管
の
時
期
、
の
３
点
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

⑴
こ
れ
か
ら
の
清
掃
事
業
の
基
本
的
考
え
方

◎ 

特
別
区
に
お
け
る
清
掃
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
基

本
的
考
え
方

①
「
資
源
循
環
型
清
掃
事
業
へ
の
転
換
」

清
掃
事
業
を
地
球
環
境
保
全
・
ご
み
の
減
量
化
の
観
点

か
ら
、
ご
み
の
発
生
抑
制
・
リ
サ
イ
ク
ル
を
中
心
と
し
た

資
源
循
環
型
に
転
換
し
、
新
し
い
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
資
源
化
の
徹
底
後
に
最
終
的
に
排

出
さ
れ
る
ご
み
に
つ
い
て
も
、
よ
り
一
層
の
適
正
処
理
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
住
民
や
企
業
が
そ
れ

ぞ
れ
の
責
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
資
源
循
環
型
清
掃
事

業
へ
の
転
換
に
向
け
て
、
住
民
、
企
業
、
行
政
が
一
体
と

な
っ
て
総
合
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
ま
す
。

②
「
自
区
内
処
理
の
原
則
」

清
掃
事
業
は
ど
の
自
治
体
が
行
う
の
で
あ
れ
、
自
区
内

処
理
」
が
原
則
で
あ
り
、
特
別
区
が
清
掃
事
業
を
行
う
場

合
に
も
、
住
民
に
第
一
義
的
に
責
任
を
負
う
基
礎
的
自
治

体
と
し
て
、
こ
の
原
則
は
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
直
ち
に
は
こ
の
原
則
を
適
用
で
き
な
い
状
況

と
経
緯
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
区
内
か
ら
出
る
ご
み
に
対

し
て
責
任
を
果
た
す
具
体
的
・
現
実
的
な
目
標
を
明
確
に

し
、
そ
こ
に
至
る
道
筋
を
明
ら
か
に
し
、
区
民
の
期
待
に

応
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

⑵
移
管
の
範
囲
に
つ
い
て

①
市
町
村
（
長
）
の
事
務

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
廃

掃
法
」
と
い
う
）
で
市
町
村
（
長
）
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
の
全
て
（
一
般
廃
棄
物
処
理
で
は
収
集
・
運

搬
・
中
間
処
理
・
最
終
処
分
）
を
特
別
区
（
長
）
の
事
務

と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

②
保
健
所
設
置
市
（
長
）
の
事
務

廃
掃
法
で
保
健
所
設
置
市
（
長
）
が
行
う
事
務
の
う

ち
、
環
境
衛
生
指
導
員
の
設
置
に
関
し
て
、
そ
の
職
務
の

う
ち
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
務
並
び
に
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
の
維
持
管
理
指
導
及
び
立
入
検
査
を
除
い
て
特
別

区
（
長
）
の
事
務
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
指
導
・
許
可
等
の
事
務

及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
許
可
等
の
事
務
は
、
産
業

廃
棄
物
行
政
の
広
域
性
や
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
が
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
を
兼
ね
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど

か
ら
都
の
事
務
と
し
て
い
ま
す
。

⑶
移
管
の
時
期
に
つ
い
て

特
別
区
が
円
滑
な
清
掃
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な

る
、
①
直
営
車
の
車
庫
整
備
、
②
地
域
処
理
（
清
掃
工
場

未
整
備
の
特
別
区
と
工
場
の
処
理
能
力
に
余
裕
の
あ
る
隣

接
特
別
区
等
が
委
託
処
理
協
定
を
締
結
し
、
ご
み
を
処
理

す
る
こ
と
）
を
図
れ
る
程
度
の
可
燃
ご
み
の
全
量
焼
却
体

制
、
③
新
海
面
処
分
場
の
供
用
開
始
の
３
点
の
体
制
整
備

が
整
う
平
成
12
年
4
月
を
移
管
時
期
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
特
別
区
と
し
て
は
、
す
で
に
具
体
的
行
動

計
画
を
策
定
し
、
11
年
度
末
ま
で
に
直
営
車
庫
を
整
備
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
直
営
車
庫
が
必
要
と

な
る
区
は
、
今
後
移
管
ま
で
に
着
実
に
そ
の
整
備
に
取
り

組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
④

清
掃
事
業
の
移
管 

⑴

平
成
７
年
４
月
No.
61
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清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑤

清
掃
事
業
の
移
管 

⑵

平
成
７
年
５
月
No.
62

前
回
か
ら
、「
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
ま
と
め
（
協

議
案
）」
の
清
掃
事
業
の
移
管
に
係
る
部
分
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。

今
回
は
、
清
掃
事
業
の
移
管
に
伴
う
特
別
区
に
お
け
る

体
制
整
備
と
、
清
掃
事
業
の
実
施
に
必
要
な
施
設
や
財
源

な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

内
容
に
入
る
前
に
、
ご
み
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て

い
く
の
か
、
協
議
案
の
理
解
に
役
立
つ
の
で
、
若
干
前
置

き
し
ま
す
。

ご
み
は
、
収
集
・
運
搬
・
中
間
処
理
・
最
終
処
分
の
順

に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
集
積
所
に
出
さ
れ
た
ご
み

は
、
収
集
職
員
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
ご
み
収
集
車
に
積

み
込
ま
れ
ま
す
。
収
集
さ
れ
た
ご
み
は
、
清
掃
工
場
や
埋

立
処
分
場
な
ど
の
搬
入
先
に
運
搬
さ
れ
ま
す
。
搬
入
先
が

遠
い
地
域
に
は
、
中
継
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
大
型
車
両
や
船
舶
に
積
み
替
え
て
運
搬
し
て
い

ま
す
。

さ
て
、
ご
み
を
運
搬
す
る
車
両
に
は
、
清
掃
局
の
車
両

と
民
間
会
社
の
車
両
の
２
種
類
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
見
分
け
方
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
と
車
両

の
側
面
に
書
い
て
あ
る
文
字
で
判
り
ま
す
。
清
掃
局
の
車

両
は
、
白
ナ
ン
バ
ー
で
側
面
に
は
「
東
京
都
清
掃
局
」
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
民
間
会
社
の
車
両
は
、
緑
ナ
ン
バ
ー

で
「
東
京
都
清
掃
事
業
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今
度
収

集
車
両
を
見
か
け
た
ら
、
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
清
掃
局
の
車
両
を
直
営
車
両
、
民
間
会
社
の

車
両
を
雇
上
車
両
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
直
営
車
と
雇
上
車

の
比
率
を
、
直
雇
比
率
と
い
い
ま
す
。

ご
み
は
、
最
終
的
に
は
埋
め
立
て
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の

埋
め
立
て
の
こ
と
を
最
終
処
分
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、収
集
し
た
ご
み
を
そ
の
ま
ま
埋
め
立
て
る
と
、

埋
立
地
は
す
ぐ
に
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
清
掃
工
場
で
焼
却
処
理
し
た
り
、
分
別
ご
み
処
理
セ

ン
タ
ー
で
減
容
化
処
理
し
て
か
ら
埋
め
立
て
ま
す
。
こ
の

処
理
の
こ
と
を
中
間
処
理
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
り
ま
す
。

１　
特
別
区
の
体
制
整
備

⑴
特
別
区
の
受
入
れ
体
制

協
議
案
で
は
、
特
別
区
が
主
体
と
な
っ
て
具
体
的
行
動

計
画
を
策
定
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
別
に
策
定
さ
れ
た
具
体
的
行
動

計
画
に
は
、
特
別
区
が
行
う
清
掃
事
業
の
基
本
的
考
え
方

や
各
区
ご
と
の
施
設
整
備
計
画
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

清
掃
事
業
の
移
管
に
よ
り
、
特
別
区
は
、
ご
み
の
収
集

や
運
搬
に
使
用
す
る
直
営
車
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
り
、

各
区
に
車
庫
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
都
の
車

庫
が
所
在
し
な
い
区
は
、
移
管
時
ま
で
に
車
庫
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
車
庫
の
整
備
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
都

が
財
政
支
援
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

⑵
中
間
処
理
施
設
の
整
備

可
燃
ご
み
の
全
量
焼
却
に
向
け
て
、
都
は
清
掃
工
場
等

の
施
設
整
備
を
進
め
、
特
別
区
に
お
い
て
地
域
処
理
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
全
量
焼
却
体
制
を
整
え
ま
す
。

各
区
も
、
自
区
内
処
理
の
実
現
を
め
ざ
す
た
め
、
具
体
的

行
動
計
画
の
中
で
都
の
清
掃
工
場
建
設
計
画
を
継
承
し
、

そ
の
発
展
・
展
開
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、清
掃
工
場
の
新
設
や
建
て
替
え
に
あ
た
っ
て
は
、

隣
接
区
と
の
支
援
体
制
な
ど
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

不
燃
・
粗
大
ご
み
に
つ
い
て
は
、
移
管
時
ま
で
に
全
量

中
間
処
理
体
制
が
達
成
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、当
面
移
管
時
の
施
設
で
対
応
し
ま
す
。
将
来
的
に
は
、

ご
み
の
発
生
量
や
既
存
施
設
の
耐
用
状
況
な
ど
を
見
な
が

ら
、
各
区
に
整
備
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

⑶
最
終
処
分
場

現
在
使
用
し
て
い
る
埋
立
処
分
場（
中
央
防
波
堤
外
側
）

は
、ま
も
な
く
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

現
在
都
は
、
平
成
8
年
度
の
供
用
開
始
に
向
け
て
、
新
海

面
処
分
場
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
移
管
後
の
廃

棄
物
の
最
終
処
分
は
、
こ
の
新
海
面
処
分
場
を
使
用
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
将
来
の
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
都
の
支
援

の
も
と
で
の
広
域
的
対
応
を
含
め
、
今
後
検
討
す
る
と
し

て
い
ま
す
。

⑷
資
源
循
環
型
清
掃
事
業
の
推
進
の
た
め
の
体
制
整
備

こ
れ
か
ら
の
清
掃
事
業
は
、
資
源
循
環
型
に
転
換
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
都
は
、
ご
み
の
発
生
抑
制
や
再

利
用
の
施
策
、
特
に
事
業
系
ご
み
の
減
量
化
を
積
極
的
に

進
め
ま
す
。

各
区
は
、
現
行
の
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
に
基
づ
く
施

策
や
資
源
化
関
連
施
設
の
整
備
を
着
実
に
進
め
る
と
と
も

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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に
、
清
掃
事
業
の
移
管
を
見
据
え
た
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、
そ
れ
に
要
す
る
施
設
の
整
備
に
努
め
ま
す
。

２　
施
設
や
財
源
等
の
取
扱
い

清
掃
事
務
所
、
清
掃
事
業
所
、
清
掃
工
場
、
不
燃
ご
み

及
び
し
尿
の
中
継
施
設
、
都
の
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
は

所
在
区
に
移
管
さ
れ
ま
す
。

収
集
・
運
搬
車
両
は
、
直
雇
比
率
が
同
率
に
な
る
よ
う

配
分
さ
れ
ま
す
。

不
燃
ご
み
と
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理
施
設
、
整
備
予
定

の
し
尿
の
下
水
道
投
入
施
設
は
、
特
別
区
が
新
た
に
設
置

す
る
「
一
部
事
務
組
合
」
に
帰
属
し
ま
す
。
新
海
面
処
分

場
は
都
が
管
理
し
ま
す
。

都
が
移
管
前
に
着
工
し
移
管
時
に
完
成
に
至
ら
な
い
施

設
は
、
原
則
と
し
て
特
別
区
に
移
管
し
、
特
別
区
が
引
き

続
き
整
備
し
ま
す
。
ま
た
、移
管
後
に
着
工
す
る
も
の
は
、

各
区
の
責
任
で
整
備
し
ま
す
。

各
区
が
整
備
す
る
施
設
等
の
財
源
は
、
新
し
い
財
政
調

整
制
度
の
枠
組
み
を
検
討
す
る
中
で
対
応
し
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

今
回
か
ら
３
回
に
わ
た
っ
て
、
特
別
区
に
お
け
る
清
掃

事
業
の
運
営
形
態
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

清
掃
事
業
の
移
管
後
、
特
別
区
は
、
自
区
内
処
理
の
原

則
に
基
づ
き
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
中
間
処
理
、

最
終
処
分
に
つ
い
て
一
貫
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

し
か
し
、
現
在
、
都
が
23
区
ト
ー
タ
ル
で
事
業
を
実
施

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
営
車
両
の
車
庫
や
清
掃
工
場
等

の
清
掃
関
連
施
設
が
、
す
べ
て
の
区
に
所
在
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

各
特
別
区
は
、
昨
年
策
定
し
た
「
具
体
的
行
動
計
画
」

に
基
づ
き
、
必
要
な
体
制
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
が
、
平
成
12
年
4
月
の
移
管
時
点
で
自
区
内
処
理
の

原
則
が
完
全
に
実
現
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１　
移
管
後
の
清
掃
事
業
の
役
割
分
担

移
管
後
す
ぐ
に
は
、
自
区
内
処
理
が
実
現
し
な
い
と
す

る
と
、
経
過
的
に
各
区
の
事
業
運
営
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
調
整
を
行
う
仕
組
み
が
必
要
と
な
り
ま

す
。協

議
案
で
は
、
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理
は
「
清

掃
一
部
事
務
組
合
」
で
共
同
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
各
区

間・都
区
間
の
調
整
に
つ
い
て
は
23
区
が
「
清
掃
協
議
会
」

を
設
置
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

移
管
後
の
清
掃
事
業
は
、
各
特
別
区
、
清
掃
一
部
事
務

組
合
、
清
掃
協
議
会
で
役
割
を
分
担
し
、
実
施
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

２　
各
特
別
区
に
お
け
る
運
営
形
態

協
議
案
に
よ
れ
ば
、
移
管
後
の
清
掃
事
業
の
運
営
形
態

は
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
般
廃
棄
物
処
理
の
流
れ
の
う
ち
、
清
掃
一
部
事
務
組

合
が
行
う
も
の
を
除
い
た
、
各
特
別
区
の
事
業
運
営
の
あ

ら
ま
し
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
一
般
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬

各
特
別
区
は
、
自
区
内
か
ら
出
る
家
庭
ご
み
・
事
業
系

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑥

清
掃
事
業
の
移
管 

⑶

平
成
７
年
６
月
No.
63

共に作業する直営車両（手前）と雇上車両
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ご
み
の
処
理
に
つ
い
て
策
定
し
た
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計

画
」
に
基
づ
き
、
収
集
・
運
搬
を
行
い
ま
す
。

⑵
可
燃
ご
み
の
中
間
処
理

可
燃
ご
み
の
中
間
処
理
、
つ
ま
り
燃
え
る
ご
み
の
焼
却

に
つ
い
て
も
自
区
内
処
理
を
原
則
と
し
ま
す
が
、
移
管
時

に
清
掃
工
場
が
未
整
備
の
区
の
ご
み
を
ど
う
す
る
か
が
問

題
と
な
り
ま
す
。こ
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
仕
組
み
と
し
て
、

協
議
案
で
は
「
地
域
処
理
方
式
」
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

地
域
処
理
方
式
と
は
、
事
業
移
管
時
に
清
掃
工
場
の
未

整
備
の
区
が
、
工
場
処
理
能
力
に
余
裕
の
あ
る
隣
接
区
等

と
委
託
処
理
協
定
を
結
び
ご
み
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で

す
。ま

た
、
清
掃
工
場
の
突
発
的
事
故
や
設
備
の
定
期
点
検

等
に
対
処
す
る
た
め
、
各
区
間
の
協
力
体
制
を
つ
く
っ
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶
最
終
処
分

現
在
の
中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
処
分
場
は
、
も
う
間
も

な
く
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
現
在
、
都
は
次
の
処

分
場
と
な
る
新
海
面
処
分
場
の
平
成
8
年
中
の
供
用
開
始

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

移
管
後
特
別
区
は
、
都
が
設
置
管
理
す
る
新
海
面
処
分

場
を
使
用
し
て
ご
み
の
埋
立
処
分
を
行
い
、
ご
み
の
発
生

量
等
に
応
じ
た
一
定
の
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

新
海
面
処
分
場
の
寿
命
は
15
年
か
ら
20
年
程
度
と
見
込

ま
れ
て
お
り
、
各
特
別
区
は
、
処
分
場
の
延
命
化
の
た
め

に
も
、
ご
み
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
を
促
進
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

可燃ごみ

移管後の清掃事業の運営形態

清　掃　工　場

不燃ごみ 不燃ごみの中間処理施設

粗大ごみの中間処理施設粗大ごみ

（注）　 一重線は各特別区、二重線は一部事務組合、網かけは東京都。

清掃協議会（区間・都区間調整）

収
集
・
運
搬

埋
立
処
分
場
（
設
置
・
管
理
）

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑦

清
掃
事
業
の
移
管 

⑷

平
成
７
年
７
月
No.
64

各
特
別
区
が
、
移
管
後
の
清
掃
事
業
を
円
滑
に
実
施
す

る
た
め
に
は
、
各
区
の
事
業
運
営
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
役
割

を
担
う
「
清
掃
一
部
事
務
組
合
」
や
各
区
間
、
都
区
間
の

必
要
な
調
整
を
行
う
「
清
掃
協
議
会
」
の
設
置
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
前
回
説
明
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
清
掃
一
部
事
務
組
合
の
設
置
の
意
義
や
そ
の

事
業
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

１　
清
掃
一
部
事
務
組
合
と
は

清
掃
一
部
事
務
組
合
は
、
事
業
の
移
管
後
に
、
不
燃
・

粗
大
ご
み
の
中
間
処
理
や
し
尿
の
処
分
な
ど
の
事
務
を
23

区
共
同
で
処
理
す
る
目
的
で
設
置
す
る
も
の
で
す
。
法
的

な
性
格
は
、
地
方
自
治
法
第
２
８
４
条
第
２
項
に
基
づ
い

て
設
置
す
る
「
一
部
事
務
組
合
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

２　
清
掃
一
部
事
務
組
合
に
よ
る
共
同
処
理

協
議
案
で
清
掃
一
部
事
務
組
合
の
共
同
処
理
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
①
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理

及
び
②
し
尿
の
処
分
で
す
。

以
下
、そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

⑴　
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理

不
燃
・
粗
大
ご
み
は
、
埋
立
処
分
場
の
有
効
利
用
、
延

命
化
の
観
点
か
ら
、
中
間
処
理
施
設
に
お
い
て
で
き
る
限

り
の
減
容
化
、
資
源
化
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

不
燃
ご
み
は
、
現
在
、
分
別
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー
及
び

大
田
第
二
清
掃
工
場
の
２
施
設
で
中
間
処
理
し
て
い
ま

す
。
都
は
、移
管
時
ま
で
に
、新
た
に
２
施
設
を
建
設
し
、

全
量
中
間
処
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
粗
大
ご
み
は
、
中
央
防
波
堤
埋
立
処
分
場
内
に

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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設
置
し
て
い
る
粗
大
ご
み
破
砕
処
理
施
設
で
、
23
区
の
粗

大
ご
み
の
全
量
を
破
砕
処
理
し
て
い
ま
す
。

不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理
施
設
の
数
は
非
常
に
少

な
く
（
現
在
３
施
設
）、
所
在
地
も
偏
在
し
て
い
ま
す
。

自
区
内
処
理
の
原
則
が
実
現
す
る
ま
で
の
経
過
的
な
対
応

の
必
要
性
と
い
う
点
で
は
、
可
燃
ご
み
の
中
間
処
理
と
同

様
で
す
が
、
現
在
の
施
設
設
置
の
状
況
で
は
「
地
域
処
理

方
式
」
を
と
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
当
分
の
間
、
一
部
事

務
組
合
に
よ
る
「
集
中
処
理
方
式
」
を
と
ら
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。

こ
の
た
め
、
協
議
案
で
は
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処

理
は
、
清
掃
一
部
事
務
組
合
を
設
置
し
て
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
の
で
す
。

⑵
し
尿
の
処
分

し
尿
の
処
理
量
は
、
下
水
道
の
普
及
に
伴
い
年
々
減
少

し
、
昭
和
60
年
度
に
は
18
万
余
あ
っ
た
23
区
内
の
く
み
取

り
戸
数
が
、
平
成
6
年
4
月
現
在
で
は
約
３
万
４
０
０
０

戸
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
し
尿
は
、
肥
料
等
の
用
途
で
農
地
還
元
さ
れ
る

ご
く
一
部
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
全
量
を
海
洋
投
入
処
分
し
て

い
ま
す
。
海
洋
投
入
処
分
と
は
、し
尿
を
船
舶
で
運
搬
し
、

法
律
に
定
め
る
海
域
に
投
入
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
し
尿
の
海
洋
投
入
処

分
の
継
続
に
は
問
題
が
あ
り
、
早
期
に
下
水
道
投
入
方
式

へ
の
切
り
換
え
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
す
。

都
は
移
管
時
ま
で
に
、
し
尿
の
下
水
道
投
入
処
理
施
設
を

建
設
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

事
業
移
管
後
、
23
区
は
下
水
道
投
入
施
設
を
共
同
で
使

用
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
協
議
案
で
は
、
し
尿
の
処
分

に
つ
い
て
も
清
掃
一
部
事
務
組
合
に
よ
る
共
同
処
理
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
す
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑧

清
掃
事
業
の
移
管 

⑸

平
成
７
年
８
月
No.
65

今
回
は
、
前
回
説
明
し
ま
し
た
「
清
掃
一
部
事
務
組
合

（
仮
称
）」
に
引
き
続
き
、
移
管
に
伴
い
新
た
に
設
置
が
必

要
と
さ
れ
る
「
清
掃
協
議
会
（
仮
称
）」
に
つ
い
て
解
説

す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

●　
清
掃
協
議
会
と
は

清
掃
協
議
会
は
、
移
管
後
の
清
掃
事
業
を
適
切
、
円
滑

に
運
営
す
る
た
め
、
各
特
別
区
に
共
通
し
て
必
要
と
さ
れ

る
区
間
・
都
区
間
の
調
整
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
設
置

す
る
も
の
で
す
。

清
掃
協
議
会
は
、「
清
掃
一
部
事
務
組
合
」
と
同
様
、

23
区
が
共
同
で
設
置
す
る
機
関
で
す
が
、
そ
の
性
格
は
各

区
の
自
治
権
が
最
大
限
生
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
主

旨
か
ら
、
協
議
案
で
は
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
２

に
基
づ
く
「
協
議
会
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
清
掃
協
議
会
は
、
独
立
し
た
法
人
格
を
も
つ
も
の
で
は

な
く
、23
区
の
共
同
の
執
務
組
織
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

「
協
議
会
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、『
区
政
会
館
だ
よ
り
』

を
編
集
し
て
い
る
「
特
別
区
協
議
会
」
や
都
区
財
政
調
整

の
場
等
で
登
場
す
る
「
都
区
協
議
会
」
な
ど
が
思
い
浮
か

び
ま
す
。
こ
れ
ら
と
「
清
掃
協
議
会
」
と
で
は
、
組
織
間

の
連
絡
調
整
の
役
割
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
共
通
し
た
性

質
を
有
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
法
的
な
位
置
づ
け
や

権
能
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
特
別
区
協
議
会
は
、
民
法
第
34
条
に
基
づ

く
公
益
法
人
（
財
団
法
人
）
で
あ
り
、
都
区
協
議
会
は
、

地
方
自
治
法
第
２
８
２
条
の
規
定
に
よ
り
法
律
上
必
置
と

さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
都
及
び
特
別
区
の
諮
問
機
関
的
な

性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
。

⑴　
協
議
会
の
調
整
事
項

協
議
案
は
、
清
掃
協
議
会
が
各
特
別
区
に
共
通
す
る
主

な
調
整
事
項
と
し
て
、
次
の
も
の
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

◇
各
特
別
区
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
の
調
整

◇
可
燃
ご
み
の
地
域
処
理
に
関
す
る
調
整

◇
し
尿
の
収
集
・
運
搬
に
関
す
る
調
整

◇
雇
上
車
両
関
係
の
事
務

◇
将
来
計
画
に
関
す
る
調
整

◇
そ
の
他
事
業
執
行
に
関
す
る
調
整

◇
都
区
間
の
調
整

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
調
整
事
項
で
あ
る
「
可

燃
ご
み
の
地
域
処
理
に
関
す
る
調
整
」
に
つ
い
て
、
次
に

詳
し
く
解
説
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

⑵　
地
域
処
理
に
関
す
る
調
整

可
燃
ご
み
の
焼
却
は
自
区
内
処
理
を
原
則
と
し
て
い
ま
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４
月
号
か
ら
、「
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
ま
と
め
（
協

議
案
）」
の
『
清
掃
事
業
の
移
管
に
係
る
部
分
』
を
紹
介

し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、

し
尿
の
処
理
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

清
掃
事
業
と
い
い
ま
す
と
、
ご
み
処
理
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
現
在
都
が
行
っ
て
い
る
「
し

尿
」
の
処
理
も
清
掃
事
業
の
一
つ
と
し
て
特
別
区
に
移
管

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１　
し
尿
の
処
理

し
尿
の
処
理
量
は
、
下
水
道
普
及
率
が
お
お
む
ね

１
０
０
％
（
平
成
6
年
度
末
）
を
達
成
し
た
こ
と
も
あ
り

年
々
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
工
事
現
場
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
仮
設
ト
イ
レ

が
あ
る
こ
と
や
、
下
水
処
理
区
域
に
あ
っ
て
も
水
洗
化
さ

れ
な
い
便
所
が
あ
る
た
め
、
し
尿
の
収
集
体
制
が
な
く
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
尿
は
、
現
在
①
下
水
道
②
浄
化
槽
③
く
み
取
り
等
で

処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
都
が
実
施
し
て
い
る

く
み
取
り
便
所
の
し
尿
処
理
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

23
区
内
で
く
み
取
り
便
所
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
は
、

約
３
万
４
０
０
０
戸
（
平
成
6
年
4
月
現
在
）。
都
（
清

掃
事
務
所
）
で
は
一
世
帯
あ
た
り
原
則
月
２
回
、
日
曜
日

や
年
末
年
始
を
除
き
、
し
尿
の
収
集
を
無
料
で
行
っ
て
い

ま
す
。
作
業
は
通
常
、便
槽
か
ら
小
型
吸
上
車（
バ
キ
ュ
ー

ム
車
）
等
で
直
接
吸
い
上
げ
て
収
集
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
収
集
さ
れ
た
し
尿
は
、
く
み
取
り
現
場
か

ら
船
舶
積
替
施
設
に
陸
上
輸
送
さ
れ
ま
す
。
収
集
地
域
か

ら
船
舶
積
替
施
設
ま
で
距
離
が
あ
る
場
合
に
は
、
陸
上
中

継
所
を
経
由
し
て
、
そ
こ
か
ら
輸
送
専
門
の
大
型
吸
上
車

で
搬
入
し
ま
す
。

船
舶
積
替
施
設
に
持
ち
込
ま
れ
た

し
尿
は
、
ご
く
一
部
が
肥
料
と
し
て

農
地
に
還
元
さ
れ
、
し
渣さ

（
収
集
し

た
し
尿
に
混
じ
っ
て
い
た
布
・
木
片

等
）
は
焼
却
・
埋
立
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
残
っ
た
も
の
が
東
京
港
13
号

地
へ
船
舶
輸
送
さ
れ
、
そ
こ
で
海
洋

投
入
船
に
積
み
替
え
ら
れ
、
陸
地
か
ら
50
海
里
以
遠
へ
の

海
洋
投
入
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
ま
す
。

２　
移
管
後
の
処
理
形
態

こ
う
し
た
し
尿
の
収
集
・
運
搬
は
、
移
管
後
も
特
別
区

が
現
行
の
運
営
形
態
を
引
き
継
い
で
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
清
掃
事
務
所
で
収
集

を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
移
管
後
は
区
に

よ
っ
て
収
集
体
制
の
有
無
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
受
付
事
務
等
は
各
区
で
行
い
、
収
集
体
制

を
保
有
し
て
い
な
い
区
は
保
有
し
て
い
る
区
に
収
集
を
委

す
が
、
各
特
別
区
が
自
区
内
処
理
の
実
現
に
い
た
る
ま
で

の
経
過
的
対
応
と
し
て
、
事
業
の
移
管
時
に
清
掃
工
場
が

未
整
備
の
区
は
工
場
処
理
能
力
に
余
裕
の
あ
る
隣
接
区
等

と
委
託
処
理
協
定
を
結
び
、
ご
み
を
処
理
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
地
域
処
理
」
と
い
い
ま
す
。

地
域
処
理
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
関
係
区
間
で

処
理
協
定
を
結
び
ま
す
が
、
清
掃
協
議
会
は
そ
の
た
め
に

必
要
な
調
整
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
清
掃
工
場
の
保
守
点
検
や
突
発
的
な
事
故
等
の

場
合
の
ご
み
の
搬
入
先
の
調
整
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
な

ど
に
つ
い
て
は
、
清
掃
協
議
会
で
あ
ら
か
じ
め
で
き
る
限

り
の
ル
ー
ル
化
を
行
い
、
可
燃
ご
み
の
焼
却
処
理
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
予
測
し
難
い
事
態
が
発

生
し
た
と
き
の
緊
急
調
整
に
つ
い
て
も
、
清
掃
協
議
会
が

必
要
な
調
整
を
行
い
ま
す
。

こ
う
し
た
役
割
を
担
う
こ
と
か
ら
、
清
掃
協
議
会
は
、

23
区
内
の
全
て
の
清
掃
工
場
の
稼
働
状
況
を
常
に
把
握

し
、
緊
急
事
態
の
発
生
や
各
区
か
ら
の
搬
入
先
調
整
等
の

問
い
合
わ
せ
に
適
宜
対
応
で
き
る
よ
う
な
態
勢
も
整
え
ま

す
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑨

清
掃
事
業
の
移
管 

⑹

平
成
７
年
９
月
No.
66

区　名 下水道
普及率

くみ取り
便所戸数

千代田
中　央
港
新　宿
文　京
台　東
墨　田
江　東
品　川
目　黒
大　田
世田谷
渋　谷
中　野
杉　並
豊　島
北
荒　川
板　橋
練　馬
足　立
葛　飾
江戸川

％
100
100
99
100
100
100
100
97
97
100
98
97
100
100
99
100
100
100
100
98
91
96
98

戸
1
15
18
63
3
1
67
133
335
185
2,075
3,429
52
97
367
53
158
14
760
2,611
9,493
7,364
6,556

合計(平均) 98 33,860

下水道普及率とくみ取り便所戸数

注1.下水道普及率は、5年度末の
　　人口普及率。
　2.くみ取り便所戸数は、6年4月
　　現在の便槽数。
　（平成6年度清掃局事業概要）

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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託
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
処
分
に
つ
い
て
は
、
環
境
保

護
の
観
点
か
ら
、
今
後
、
海
洋
投
入
処
分
か
ら
下
水
道
へ

の
投
入
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
都
が
建
設
す
る
下
水
道
投

入
施
設
を
清
掃
一
部
事
務
組
合
で
管
理
し
、
共
同
処
理
を

行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑩

今
後
の
課
題 

⑴

平
成
７
年
10
月
No.
67

清
掃
事
業
は
、
予
算
の
面
に
お
い
て
も
、
清
掃
工
場
等

の
施
設
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
極
め
て
巨
大
な
事
業
で

す
。
し
か
も
、
住
民
の
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
だ
け
に
、
移
管
に
際
し
て
は
少
し
の
混
乱
も
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

都
か
ら
清
掃
事
業
を
円
滑
に
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
資
源

循
環
型
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
移
管
の
準
備

に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
周

到
な
対
応
策
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
３
回
に
わ
た
り
、
移
管
に
向
け
て

取
り
組
む
べ
き
主
な
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

今
回
は
直
営
車
の
車
庫
の
整
備
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま

す
。

１　
車
庫
整
備
の
内
容

収
集
車
両
に
は
直
営
車
と
雇
上
車
の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
。
車
両
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台
数
の
比
率
を
、

各
区
と
も
お
お
む
ね
同
率
と
な
る
よ
う
に
配
分
し
て
移
管

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
車
庫

が
な
い
区
は
、
直
営
車
の
た
め
の
車
庫
を
移
管
ま
で
に
整

備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
13
区
の
所
要
台
数
は
別
表
の
と
お
り
で

す
。
所
要
台
数
は
、
平
成
6
年
4
月
1
日
現
在
の
各
区
内

に
お
け
る
配
車
数
を
23
区
全
体
の
直
営
車
の
比
率（
24
％
）

で
按
分
し
、予
備
の
車
両
を
加
え
て
算
出
し
た
も
の
で
す
。

２　
こ
れ
ま
で
の
経
緯

特
別
区
は
平
成
6
年
4
月
、
特
別
区
制
度
改
革
推
進
委

員
会
に
13
区
で
構
成
す
る
車
庫
分
科
会
を
設
置
し
、
車
庫

整
備
に
関
す
る
検
討
を
始
め
ま
し
た
。
分
科
会
で
は
都
の

車
庫
施
設
の
現
状
等
を
ふ
ま
え
、
自
区
に
お
け
る
整
備
計

画
を
作
成
し
、
後
に
都
区
間
で
ま
と
め
た
「
具
体
的
行
動

計
画
」
に
反
映
さ
せ
ま
し
た
。

一
方
、
都
で
は
車
庫
整
備
財
政
支
援
検
討
部
会
を
設
置

し
、
財
政
支
援
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

３　
財
政
支
援
の
基
本
的
考
え
方

車
庫
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
都
が
財
政
支
援
を
行
う
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
年
8
月
1
日
の
区
長
会
で
、
都

か
ら「
車
庫
整
備
に
か
か
る
財
政
支
援
の
基
本
的
考
え
方
」

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
標
準
経
費
を
基
準
に
①
車
庫
施
設
の
建
設
に

つ
い
て
は
全
額
を
補
助
す
る
。②
車
庫
用
地
に
つ
い
て
は
、

区
の
土
地
開
発
公
社
と
地
方
債
を
活
用
し
て
購
入
す
る
。

都
は
平
成
11
年
度
ま
で
に
生
じ
る
利
子
に
つ
い
て
全
額
補

助
し
、
平
成
12
年
度
以
降
の
地
方
債
の
元
利
償
還
は
、
新

し
い
財
政
調
整
制
度
の
財
源
配
分
に
反
映
さ
せ
る
な
ど
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
区
長
会
は

こ
れ
を
了
承
し
、
車
庫
整
備
は
計
画
の
具
体
化
に
向
け
大

き
く
動
き
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

４　
今
後
の
取
組

今
後
13
区
は
、
各
方
面
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
移
管
ま

で
に
車
庫
を
整
備

す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

し
か
し
、
区
に

は
車
庫
に
関
す
る

ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
い

た
め
、
実
際
の
建

設
に
あ
た
っ
て
は

都
の
技
術
支
援
が

不
可
欠
で
す
。
整

備
を
ス
ム
ー
ズ
に

区　名 直営車両
所要台数 区　名 直営車両

所要台数

千代田区 18 渋 谷 区 47

中 央 区 20 中 野 区 41

新 宿 区 18 杉 並 区 53

文 京 区 28 北　　区 37

台 東 区 33 荒 川 区 22

墨 田 区 36 練 馬 区 62

目 黒 区 20

車庫整備が必要な区と直営車両の所要台数

「都区制度改革に関するまとめ（協議案）」から抜粋
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特
別
区
が
行
う
清
掃
事
業
で
は
、
地
域
特
性
に
応
じ
た

施
策
を
積
極
的
に
展
開
す
る
な
ど
、
各
区
の
独
自
性
を
発

揮
し
た
取
組
が
重
要
で
す
。

し
か
し
、
移
管
時
に
お
い
て
も
清
掃
工
場
等
の
中
間
処

理
施
設
の
な
い
区
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
経
過
的
措
置

と
し
て
区
間
に
お
け
る
処
理
の
委
託
や
、
施
設
の
共
同
利

用
と
い
っ
た
対
応
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い

処
分
場
を
管
理
運
営
す
る
都
や
関
係
者
と
の
調
整
の
た
め

の
特
別
区
共
同
の
窓
口
も
必
要
で
す
。

今
回
は
、
こ
う
し
た
特
別
区
が
共
同
で
処
理
す
る
事
務

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
を
紹
介
し
ま
す
。

１　
組
織
の
新
設
に
伴
う
課
題

新
た
に
特
別
区
が
共
同
で
設
置
す
る
「
清
掃
一
部
事
務

組
合
」
は
、
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
中
間
処
理
施
設
と
し
尿

の
下
水
道
投
入
施
設
を
管
理
運
営
し
、「
清
掃
協
議
会
」

で
は
清
掃
事
業
の
運
営
に
必
要
な
区
間
・
都
区
間
の
調
整

を
行
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
の
欄
で
紹
介

し
た
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
、
い
ず
れ
も
特
別
区
の
清
掃
事
業
運
営
に
は
不
可

欠
な
組
織
で
す
が
、「
協
議
案
」
で
は
設
置
の
理
由
と
業

務
の
大
枠
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
移
管
ま
で
の
間
に
、
具
体
的
な

内
容
を
詰
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
清
掃
一
部
事
務
組
合
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
対
象
と

な
る
施
設
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
・

分
析
し
、
移
管
後
に
予
想
さ
れ
る
業
務
の
内
容
を
洗
い
出

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
人
員
、
機
構
、
予
算

な
ど
組
織
の
基
盤
づ
く
り
や
、
規
定
の
整
備
、
ま
た
、
使

用
す
る
帳
票
類
と
い
っ
た
細
部
に
ま
で
目
を
配
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
清
掃
協
議
会
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
各
調
整
の
内
容・

方
法
等
の
具
体
化
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
「
可
燃
ご
み
の

地
域
処
理
に
関
す
る
調
整
」
で
は
、
地
域
処
理
の
考
え
方

や
協
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
要
し
ま
す
。

ま
た
、調
整
の
た
め
に
必
要
な
情
報
は
何
か
、そ
し
て
、

そ
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
も
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
共
同
の
組
織
を
実
効
性
の
高
い
も

の
に
す
る
た
め
、
協
議
案
に
示
さ
れ
た
業
務
に
つ
い
て
十

分
な
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２　
検
討
の
進
め
方

今
回
紹
介
し
た
内
容
は
、
組
織
の
設
立
に
伴
う
課
題
の

一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。他
に
も
雇
上
車
両
関
係
の
事
務
や
、

し
尿
の
収
集
・
運
搬
に
関
す
る
調
整
等
、
検
討
す
べ
き
課

題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

平
成
12
年
4
月
に
清
掃
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
は
10

年
度
に
は
一
部
事
務
組
合
や
協
議
会
の
設
立
に
向
け
た
実

務
的
な
準
備
作
業
の
着
手
を
、
ま
た
遅
く
と
も
9
年
度
末

ま
で
に
は
、
山
積
す
る
課
題
の
検
討
を
終
え
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

都
で
も
経
験
の
な
い
、
一
部
事
務
組
合
や
協
議
会
と
い

う
組
織
を
活
用
し
た
清
掃
事
業
が
円
滑
に
機
能
す
る
よ

う
、
特
別
区
は
万
全
の
準
備
を
整
え
て
お
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

進
め
る
た
め
に
も
、
都
区
間
で
の
支
援
体
制
の
確
立
が
急

が
れ
ま
す
。

今
後
、
都
は
各
区
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
結
果
を
基
に
、
標
準

経
費
や
標
準
モ
デ
ル
の
検
討
を
行
い
、
財
政
支
援
や
技
術

支
援
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
受
け
、特
別
区
は
平
成
12
年
4
月
の
移
管
に
向
け
て
、

不
退
転
の
決
意
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑪

今
後
の
課
題 

⑵

平
成
７
年
12
月
No.
69

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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今
回
は
、
清
掃
事
業
の
受
入
れ
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な

る
人
材
の
育
成
を
中
心
に
、今
後
の
課
題
を
解
説
し
ま
す
。

１　
大
規
模
な
事
業
の
受
入
れ

現
在
、
都
が
行
っ
て
い
る
清
掃
事
業
は
、
極
め
て
大
規

模
で
、
か
つ
複
雑
で
す
。
例
え
ば
、
平
成
7
年
度
の
清
掃

事
業
に
要
す
る
経
費
は
約
２
９
０
０
億
円
、
従
事
す
る
職

員
は
約
１
万
人
。

ま
た
、
事
業
執
行
に
あ
た
る
清
掃
局
の
組
織
は
、
本
庁

部
門
が
７
部
（
室
）
13
課
（
室
）、
出
先
機
関
が
69
所
に

も
お
よ
び
ま
す
。
こ
の
規
模
を
特
別
区
と
比
較
す
る
と
、

経
費
は
23
区
合
算
し
た
普
通
会
計
の
約
１
割
、
職
員
数
は

特
別
区
全
職
員
の
１
割
以
上
に
匹
敵
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
務
な
ど
を
除
く

ほ
と
ん
ど
の
事
務
が
、
特
別
区
へ
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
仕
事
に
も
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

２　
人
材
育
成
の
必
要
性

こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
専
門
的
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
移
管
に
あ
た
っ
て
は
、
現
に
清
掃
事
業
に
従
事
し
て

い
る
都
の
職
員
が
一
定
の
期
間
派
遣
さ
れ
、
そ
の
後
特
別

区
職
員
へ
身
分
切
替
え
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
都
か
ら
派
遣
さ
れ
る
職
員
だ
け
で
清
掃
事
業

が
運
営
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
、
特
別
区

の
職
員
も
事
業
運
営
に
携
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
区
は
、
清
掃
事
業
を
運
営
す
る

上
で
の
最
低
限
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
移
管
後
の
清
掃

事
業
の
実
施
に
備
え
保
有
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
必
要
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
移
管
時
ま

で
に
修
得
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
移
管
ま
で
の

間
、
つ
ま
り
平
成
12
年
度
ま
で
は
、
清
掃
事
業
に
関
す
る

知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
実
際
に
必
要
と
し
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
清
掃
局
直
営
の
ご
み
収
集
車
の
車
庫
が
無
い
区
は
、

移
管
時
ま
で
に
車
庫
を
整
備
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
れ
ら
の
区
は
車
庫
整
備
に
関
す
る
知
識
等
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
他
の
区
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
実

は
、
23
全
て
の
区
が
、
清
掃
事
業
に
関
す
る
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
平
成
11
年
度

中
に
は
、
各
区
で
予
算
を
編
成
し
、
条
例
や
規
則
を
制
定

す
る
な
ど
、
実
質
的
な
準
備
作
業
を
終
え
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
移
管
準
備
に
あ
た
っ
て
も
、
一
定
の
専
門

的
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。

３　
人
材
育
成
計
画

平
成
6
年
度
は
、
第
３
次
行
動
計
画
に
基
づ
い
て
、
各

区
１
名
の
職
員
を
清
掃
局
へ
派
遣
し
、
本
庁
や
出
先
機
関

で
研
修
を
実
施
し
23
区
全
体
で
清
掃
事
業
の
現
状
を
把
握

し
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
7
年
度
に
は
、
自
区
内
の
清
掃
事
業
実
態

の
把
握
を
主
な
目
的
と
し
て
、
自
区
内
の
清
掃
事
務
所
を

中
心
に
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
12
月
15
日
の
区
長
会
総
会
に
お
い
て
、
来

年
度
以
降
の
人
材
育
成
計
画
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
人
材

育
成
計
画
は
基
本
計
画
と
年
度
別
計
画
か
ら
構
成
さ
れ
、

こ
の
う
ち
基
本
計
画
で
は
、
移
管
準
備
の
た
め
の
「
移
管

準
備
担
当
職
員
」と
即
戦
力
と
し
て
事
業
に
従
事
す
る「
直

接
従
事
職
員
」を
計
画
的
に
育
成
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
年
度
別
計
画
で
は
、
移
管
準
備
担
当
職
員
を
育

成
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
8
年
度
か
ら
、
各
区
２
名

の
職
員
を
そ
れ
ぞ
れ
２
年
間
清
掃
局
へ
派
遣
し
、
本
庁
と

出
先
機
関
で
研
修
さ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

４　
シ
リ
ー
ズ
の
ま
と
め

さ
て
、
12
回
シ
リ
ー
ズ
の
「
清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン

ト
」
も
今
回
が
最
終
回
と
な
り
ま
す
。

移
管
ま
で
約
４
年
。
し
か
し
、
実
質
的
な
準
備
作
業
を

考
え
る
と
残
さ
れ
た
期
間
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。
清

掃
事
業
の
円
滑
な
移
管
に
向
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
作
業

の
着
実
な
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、

特
別
区
職
員
の
力
が
不
可
欠
と
な
っ
て
き
ま
す
。
職
員
の

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
積
極
的
な
参
画
を
期
待
し
て
、
シ

リ
ー
ズ
を
終
わ
り
ま
す
。

清
掃
事
業
移
管
の
ポ
イ
ン
ト
⑫

今
後
の
課
題 

⑶　
「
最
終
回
」

平
成
８
年
１
月
No.
70
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区
長
会
で
都
見
解

「
今
通
常
国
会
で
の
法
案
提
出
は

困
難
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」

5
月
16
日
開
催
の
区
長
会
総
会
は
、
都
の
大
関
区
市
町

村
連
絡
担
当
部
長
か
ら
都
区
制
度
改
革
の
現
状
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

説
明
の
中
で
、
大
関
担
当
部
長
は
、「
今
通
常
国
会
で

の
法
案
提
出
は
困
難
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
厳
し
い

現
状
認
識
を
示
し
ま
し
た
。

都
区
制
度
改
革
は
、
昨
年
の
暮
れ
に
都
に
お
け
る
労
使

間
の
合
意
が
整
い
、
鈴
木
前
知
事
と
遠
藤
前
区
長
会
会
長

が
国
に
法
改
正
の
要
請
を
行
い
、
正
式
に
受
理
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
年
1
月
に
制
度
改
革
関
連
法
案
は
、
国
の

「
内
閣
提
出
予
定
法
律
案
調
」
の
中
で
「
検
討
中
の
も
の
」

と
し
て
登
録
さ
れ
、
今
通
常
国
会
（
6
月
18
日
ま
で
）
で

の
法
律
成
立
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
事
務
ベ
ー
ス
で
都
が
得
て
い
た
感
触
で
は
、

法
案
を
上
程
す
る
た
め
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以

下
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

①
物
理
的
な
問
題

　
国
の
法
案
策
定
作
業
に
合
わ
せ
て
当
初
、
国
か
ら
は
平

成
6
年
9
月
上
旬
ま
で
に
都
区
間
及
び
労
使
間
の
合
意
案

を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
は

12
月
21
日
と
大
幅
に
遅
れ
た
た
め
、
法
案
を
具
体
化
す
る

た
め
の
作
業
時
間
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と

②
法
制
的
な
問
題

　
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
特
別
区
を
地
方
自
治

法
上
に
規
定
す
る
こ
と
や
、
収
集
・
運
搬
の
み
な
ら
ず
全

て
の
清
掃
事
業
を
移
管
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
内
閣
法

制
局
や
厚
生
省
と
の
詰
め
な
ど
調
整
が
残
さ
れ
て
い
た
こ

と③
緊
急
性
の
問
題

　
地
方
分
権
推
進
法
案
が
最
優
先
の
政
治
課
題
と
さ
れ
て

い
た
中
で
、
都
と
区
の
み
に
関
わ
り
、
し
か
も
５
年
先
に

施
行
す
る
と
い
う
法
律
案
で
あ
る
こ
と

④
条
件
整
備
の
問
題

　
清
掃
事
業
の
区
移
管
に
あ
た
っ
て
は
、
新
海
面
処
分
場

の
確
保
、
全
量
焼
却
可
能
な
程
度
の
工
場
の
確
保
及
び
直

営
車
の
車
庫
整
備
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
条
件
整
備
に
つ
い
て
「
確
実
な
見
通
し
」
が
求
め
ら

れ
て
い
た
こ
と

こ
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
中
で
、1
月
17
日
の
阪
神・

淡
路
大
震
災
、
さ
ら
に
3
月
20
日
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

な
ど
、
最
優
先
に
緊
急
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
態
の
発
生

に
、
関
係
省
庁
の
対
応
能
力
も
極
限
状
態
に
あ
る
と
、
都

は
、
今
通
常
国
会
で
の
法
案
提
出
が
困
難
な
原
因
を
分
析

し
て
い
ま
す
。

◆
区
長
の
対
応

制
度
改
革
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
特
別
区
に
と
っ
て
大
変

厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
仮
に
今
通
常
国
会
で
法
案

提
出
が
見
送
ら
れ
た
と
し
て
も
、
特
別
区
と
し
て
は
引
き

続
き
粘
り
強
い
運
動
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。都

区
間
の
合
意
に
沿
っ
て
、
清
掃
事
業
移
管
の
条
件
整

備
を
着
実
に
進
め
る
と
同
時
に
、
税
財
政
制
度
等
の
具
体

的
詰
め
を
行
う
な
ど
、
法
案
提
出
の
た
め
の
環
境
づ
く
り

を
、
不
退
転
の
覚
悟
で
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え

ま
す
。

な
お
、
都
の
報
告
を
受
け
た
区
長
会
は
、
新
た
な
局
面

に
向
け
た
特
別
区
の
活
動
方
針
案
の
作
成
を
事
務
局
に
下

命
し
ま
し
た
。

都
区
制
度
改
革
法
案 

提
出
見
送
り
か

No.62

平
成
７
年
５
月

区長会で説明する大関部長

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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No.64

平
成
7
年
7
月

「
基
本
的
行
動
方
針
」を
策
定　
― 

平
成
12
年
の
実
現
に
向
け
、
車
庫
整
備
な
ど
準
備
行
動
に
着
手 

―

6
月
19
日
の
区
長
会
と
議
長
会
で
、「
特
別
区
制
度
改

革
実
現
に
向
け
た
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
（
基
本
的
行
動

方
針
）」
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
方
針
は
、
先
の

国
会
へ
の
制
度
改
革
関
連
法
案
の
提
出
が
見
送
ら
れ
る
な

ど
局
面
の
変
化
に
対
し
、
平
成
4
年
策
定
の
「
制
度
改
革

実
現
の
た
め
の
活
動
方
針
」
で
は
時
宜
に
適
さ
な
い
こ
と

と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
替
え
、
新
た
な
行
動
を
起
こ
す

べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
策
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◆
背　
景
◆

区
長
会
と
議
長
会
は
、
こ
れ
ま
で
も
特
別
区
制
度
改
革

の
実
現
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
展
開
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
6
年
12
月
に
は
都
知
事
と

区
長
会
長
が
、
自
治
大
臣
に
法
改
正
の
要
請
を
行
い
、
正

式
に
受
理
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
特
別
区
制
度
改
革

は
国
政
の
場
へ
と
移
さ
れ
、
第
１
３
２
回
国
会
へ
の
制
度

改
革
関
連
法
案
の
提
出
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
国
会
の
会
期
は
6
月
18
日
に
終
了
し
、
先
の

国
会
で
の
法
案
の
提
出
は
見
送
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い

ま
す
。

◆
意　
義
◆

方
針
は
、
引
き
続
き
早
期
法
改
正
を
求
め
る
要
望
活
動

を
行
っ
て
い
く
と
同
時
に
、
平
成
12
年
の
制
度
改
革
実
現

に
向
け
て
、
清
掃
車
の
車
庫
整
備
な
ど
事
業
実
施
の
た
め

の
条
件
整
備
を
進
め
る
な
ど
、
現
在
の
局
面
の
な
か
で
特

別
区
と
し
て
で
き
る
法
改
正
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
を
着

｢特別区制度改革実現に向けた今後の取組について(基本的行動方針 )｣

１　基本的考え方
　特別区制度改革は、昨年 12 月、「都区制度改革に関するまとめ（協議案）」が自治省に正式に受理され、今や、

法改正を待つのみとなっている。しかし、当初都区が期待した第 132 回国会での法案上程は見送られる結果

となった｡ 言うまでもなく、今回の制度改革は、区民とともに長年の努力により築き上げてきた自治権拡充運

動の集大成であり、わが国における地方分権の推進と軌を一にするものである。このため、引き続き早期法改

正を求めて、粘り強い運動を展開していかなければならない。同時に、平成 12 年の特別区による清掃事業の

実施に向け、具体的準備は 1日もゆるがせにできない。特別区は、これまでの都区合意に基づき、都区一丸と

なった協力体制を築きながら、具体的な準備行動に着手していかなければならない。

　以上の基本的考えに立って、特別区長会、特別区議会議長会は、平成 4 年に策定した「制度改革実現のた

めの活動方針」を改め、ここに新たな行動方針を定める｡

２　行動方針
　今後、特別区長会、特別区議会議長会は、区民、議会、行政の連携を図りながら、次に定める事項を柱に

全力を傾け取り組んでいくものとする。

⑴　法改正の早期実現

都、関係省庁、国会議員等に対してあらゆる機会をとらえ、関連法案の早期成立を実現するよう働きかける。

　⑵　条件整備の着実な推進

①　移管の条件となっている直営車の車庫整備計画の具体化に着手するとともに、「清掃事業の特別区への

移管に向けた具体的行動計画（都区制度改革推進委員会 < 清掃事業検討会 > 平成６年 10 月策定）」に

基づく諸計画を着実に実行する。

②　都の役割となっている「中間処理施設及び最終処分場の整備」並びに「直営車の車庫整備にかかる財

政支援」については、その確実な実行を求めていく。

　⑶　都区間及び区相互間の検討促進

　　移管事務事業等の受入れや税財政制度の改革等については、早急に具体化のための検討を進める。

３　行動にあたって
⑴　特別区長会、特別区議会議長会は、情勢に応じ、この行動方針の主旨に沿って適時、適切にそれぞれ「行

動計画」を定めて取り組むものとする。

⑵　各区は、この行動方針によるほか、それぞれ主体的に計画を定め積極的な行動を展開するものとする。

⑶　制度改革の実現には区民の強い支持が不可欠である｡ 行動にあたっては、区民との緊密な連携を図りな

がら取り組んでいくものとする。
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実
に
行
っ
て
い
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。

◆
今
後
の
取
組
◆

区
長
会
、
議
長
会
は
、
新
た
な
方
針
の
も
と
、
法
改
正

の
早
期
実
現
に
向
け
、各
方
面
へ
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、

清
掃
事
業
実
施
の
た
め
の
条
件
整
備
や
移
管
事
務
事
業
の

受
入
れ
の
た
め
の
検
討
等
積
極
的
な
行
動
を
展
開
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

各
区
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
針
に
よ
る
ほ
か
、
平
成
12

年
か
ら
各
区
が
行
う
こ
と
に
な
る
清
掃
事
業
等
を
ス
ム
ー

ズ
に
継
承
す
る
た
め
、
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
さ
ら
に
具
体
的
な
「
行
動
計
画
」
の
策
定
に
つ

い
て
は
、
特
別
区
制
度
改
革
推
進
委
員
会
に
下
命
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
現
在
、
参
院
選
後
の
国
政
の
状
況
等
を
見

極
め
な
が
ら
、
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

都
知
事　
都
区
制
度
改
革
の
実
現
に
強
い
意
欲

6
月
19
日
、
青
島
知
事
が
就
任
後
初
め
て
、
区
長
会
、

議
長
会
を
訪
れ
て
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
都
区

制
度
改
革
の
実
現
に
つ
い
て
は
、「
地
方
分
権
を
推
進
す

べ
き
」
と
す
る
知
事
の
信
条
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
の
力
強
い
挨
拶
が
あ
り
ま

し
た
。

区長会で挨拶する青島知事
この後議長会でも挨拶（６/19）

こ
の
た
び
の
組
閣
で
区
議
・
都
議
の
経
験
を
有
す
る
東

京
23
区
選
出
の
自
治
大
臣
が
誕
生
し
ま
し
た
。

特
別
区
長
会
の
正
副
会
長
は
、
8
月
22
日
、
深
谷
新
自

治
大
臣
を
表
敬
訪
問
し
、
平
成
12
年
に
実
施
さ
れ
る
特
別

区
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
区
は
着
実
に
準
備
を
進
め
て
い

る
こ
と
を
伝
え
、
次
期
通
常
国
会
で
の
法
案
上
程
へ
の
理

解
と
ご
尽
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

大
臣
か
ら
は
、「
私
は
推
進
派
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
問

題
点
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
よ
く
検
討
し
て
報
告
す
る
よ
う

事
務
方
に
下
命
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
旨
の
発
言
が

あ
り
ま
し
た
。

No.65

平
成
７
年
８
月

区
長
会
正
副
会
長　
自
治
大
臣
を
表
敬
訪
問

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

113



区
長
会
は
、
8
月
10
日
の
定
例
会
で
、
平
成
4
年
11
月

に
設
置
し
た「
特
別
区
制
度
改
革
推
進
本
部
」を
廃
止
し
、

新
た
に
「
特
別
区
制
度
改
革
実
施
準
備
本
部
」
を
設
置
し

ま
し
た
。

こ
の
改
編
は
、平
成
12
年
度
の
制
度
改
革
実
施
に
向
け
、

特
別
区
が
一
体
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
て
い
く
体
制
を
整

え
る
と
同
時
に
、
6
月
に
策
定
さ
れ
た
「
基
本
的
行
動
方

針
」
に
基
づ
き
、
清
掃
車
の
車
庫
整
備
等
の
準
備
を
着
実

に
進
め
る
と
い
う
特
別
区
の
姿
勢
を
内
外
に
示
し
た
も
の

で
す
。

な
お
、
本
部
の
改
編
に
併
せ
下
部
機
関
に
つ
い
て
も
同

様
の
改
編
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
７
年
８
月

「
推
進
」
か
ら
「
実
施
準
備
」
へ

No.65

各
区
か
ら
清
掃
局
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
研
修
生
が
8
月

30
、
31
日
の
２
日
間
、
ご
み
の
収
集
作
業
を
体
験
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
清
掃
事
業
の
知
識
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
に
、
安
全
作
業
等
の
講
義
と
共
に
研
修
と
し
て
清
掃

局
が
実
施
し
た
も
の
で
、体
験
を
希
望
し
た
14
名
は
本
所
、

品
川
、
中
野
、
板
橋
西
の
各
清
掃
事
務
所
に
分
か
れ
、
平

常
と
同
じ
業
務
内
容
で
収
集
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

作
業
の
感
想
を
研
修
生
は
「
２
日
目
は
前
日
の
疲
労
が

残
り
き
つ
か
っ
た
が
、
良
い
経
験
で
あ
っ
た
」「
作
業
の

計
画
や
安
全
対
策
な
ど
を
考
え
る
上
で
有
意
義
」
な
ど
と

語
り
、
平
成
12
年
の
移
管
に
向
け
て
調
査
・
研
究
す
る
上

で
の
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
よ
う
で
し
た
。

No.66

平
成
７
年
９
月

貴
重
な
体
験
!
清
掃
局
派
遣
研
修
生
が
収
集
作
業

両国駅前で収集作業を行う研修生（手前）
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No.68

平
成
７
年
11
月

国
・
都
・
区
三
者
の
「
都
区
制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
」
を
設
置

11
月
17
日
、
自
治
省
は
、
都
区
制
度
改
革
を
担
当
す
る

都
及
び
特
別
区
の
関
係
者
を
構
成
員
と
す
る
「
都
区
制
度

改
革
連
絡
調
整
会
議
」
を
設
置
し
、
同
日
、
第
１
回
の
会

議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

深
谷
自
治
大
臣
の
呼
び
か
け
に
よ
る
設
置

こ
の
会
議
は
、
都
区
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
実
務
レ
ベ

ル
の
課
題
整
理
の
場
と
し
て
、
深
谷
自
治
大
臣
の
呼
び
か

け
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

制
度
改
革
は
、
昨
年
の
12
月
、
都
区
制
度
改
革
の
関
連

法
案
改
正
の
要
請
を
国
が
正
式
受
理
し
た
も
の
の
、
通
常

国
会
で
の
法
案
上
程
が
見
送
ら
れ
、
そ
の
後
、
具
体
的
な

進
展
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
10
月
19
日
の
参
議
院
地
方
行
政
委
員
会
で
、

「
次
期
通
常
国
会
へ
の
上
程
」
を
求
め
た
続
議
員
の
質
問

に
対
し
て
、
深
谷
自
治
大
臣
は
、
改
革
に
あ
る
課
題
を
ク

リ
ア
す
る
た
め
に
「
共
通
の
場
を
設
け
て
、
一
歩
で
も
、

二
歩
で
も
」
進
め
た
い
旨
答
弁
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

改
革
の
課
題
整
理
が
目
的

自
治
省
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
会
の
設
置
目
的
は
、

「
都
区
制
度
改
革
の
推
進
に
必
要
な
課
題
の
整
理
や
関
係

者
間
の
連
絡
調
整
に
資
す
る
た
め
」
と
し
、
今
後
、
基
礎

的
自
治
体
の
法
制
的
課
題
や
直
営
車
の
車
庫
整
備
な
ど
清

掃
事
業
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。ま

た
、「
こ
の
会
議
は
、
決
定
の
場
で
は
な
い
が
、
関

係
者
間
の
共
通
認
識
の
場
、
或
い
は
情
報
提
供
の
場
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
連
絡
調
整
会
議
」
の
構
成
員

構
成
員
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
メ
ン
バ
ー
の
構
成
に
つ
い
て
は
国
の
意
向
に
よ

る
も
の
で
す
。

自
治
省
行
政
局
長

　
　
　
　
松　
本　
英　
昭

自
治
省
行
政
担
当
審
議
官

　
　
　
　
井　
戸　
敏　
三

自
治
省
行
政
局
行
政
課
長

　
　
　
　
朝　
日　
信　
夫

東
京
都
副
知
事

　
　
　
　
瀬　
田　
悌
三
郎

東
京
都
総
務
局
長

　
　
　
　
渡　
辺　
能　
持

東
京
都
総
務
局
区
市
町
村
連
絡
担
当
部
長

　
　
　
　
藤　
堂　
義　
弘

㈶
特
別
区
協
議
会
常
務
理
事

　
　
　
　
小　
宮　
晋
六
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
敬
称
略
〕

第
１
回
の
連
絡
調
整
会
議
開
催

11
月
17
日
の
午
後
、
虎
ノ
門
パ
ス
ト
ラ
ル
で
、
第
１
回

の
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。

会議の冒頭挨拶する深谷自治大臣

連絡調整会議直前の光景

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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深
谷
自
治
大
臣
挨
拶

会
議
に
先
立
ち
、
深
谷
自
治
大
臣
か
ら
は
、
次
の
趣
旨

の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
23
区
が
、
い
つ
ま
で
も
特
別
な
扱
い
に
置
か
れ

て
い
る
の
は
、「
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
、
特
別
区
の

制
度
改
革
を
進
め
る
べ
き
旨
の
考
え
を
述
べ
ら
れ
た
後
、

そ
の
た
め
に
は
、
国
・
都
・
区
が
「
三
者
三
す
く
み
で
は
、

こ
と
は
な
か
な
か
達
成
で
き
な
い
」と
さ
れ
、三
者
が「
同

じ
テ
ー
ブ
ル
に
就
い
て
相
談
し
て
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
」

と
「
連
絡
調
整
会
議
」
の
設
置
を
指
示
し
た
経
緯
を
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

幹
事
会
を
設
置

「
連
絡
調
整
会
議
」
は
自
由
な
討
議
の
場
と
す
る
た
め
、

非
公
開
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
１
回
の
会
議
で
は
、
会
議
設
置
の
主
旨
や
制
度
改
革

の
沿
革
等
に
つ
い
て
国
と
都
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
ほ
か
、

「
連
絡
調
整
会
議
」
の
下
に
「
幹
事
会
」
を
設
置
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。「
幹
事
会
」
は
、
そ
の
構
成
メ

ン
バ
ー
の
選
定
を
含
め
、
早
急
に
開
催
で
き
る
よ
う
に
自

治
省
で
調
整
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
自
由
討
議
の
な
か
で
は
、
課
題
の
整
理
な
ど
、

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、
機
会
を
捉
え
、
区
長
、
区
議
会
議
長
の
意
見
を
聴
く

こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
模
様
で
す
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

「
連
絡
調
整
会
議
」
は
、適
宜
、節
目
節
目
に
開
催
し
、「
幹

事
会
」
は
、
随
時
開
催
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
12
年
の
改
革
実
施
ま
で
に
残
さ
れ
た
期
日
は
、
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
深
谷
自
治
大
臣
の
リ
ー
ド
で
「
三

者
検
討
の
場
」
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
早
期
法
改
正
を
求

め
て
き
た
特
別
区
に
と
っ
て
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

区
長
会
の
正
副
会
長
及
び
役
員
区
長
は
、
区
長
会
を
代

表
し
て
、
11
月
10
日
、
青
島
都
知
事
に
面
談
し
、
平
成
12

年
の
清
掃
事
業
移
管
に
向
け
た
特
別
区
の
準
備
に
つ
い

て
、
都
の
積
極
的
な
協
力
・
支
援
を
要
望
し
ま
し
た
。

今
回
の
要
望
の
背
景
と
し
て
は
、
①
移
管
後
の
清
掃
事

業
は
、
地
域
処
理
、
一
部
事
務
組
合・協
議
会
方
式
な
ど
、

今
ま
で
都
で
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
事
業
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
、
②
残
さ
れ

た
準
備
期
間
が
実
質
３
年
程
度
し
か
な
い
中
で
、
新
し
い

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
含
め
、
万
全
の
準
備
を
整
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
の
た
め
要
望
は
、

清
掃
事
業
の
経
験
の
な
い
特
別
区
が
確
実
に
準
備
を
整
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
事
業
の
運
営
に
関
す
る
情
報

や
ノ
ウ
ハ
ウ
、
人
材
養
成
な
ど
に
つ
い
て
都
の
積
極
的
な

協
力
・
支
援
を
求
め
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
要
望
に
併
せ
、
現
在
区
が
取
り
組
ん
で
い
る
リ

サ
イ
ク
ル
事
業
に
影
響
が
予
想
さ
れ
て
い
る
、「
容
器
包

装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」の
一
部
施
行（
来
年
6
月
）に
あ
た
っ

て
は
、
地
域
に
混
乱
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
区
側

と
十
分
に
調
整
し
て
欲
し
い
こ
と
、
ま
た
、
特
別
区
の
財

政
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
中
で
、
都
区
財
政
調
整
に
お
け

る
今
年
度
の
再
算
定
及
び
来
年
度
の
算
定
に
あ
た
っ
て

は
、
区
の
財
源
確
保
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
さ
れ
た
い

旨
要
請
し
ま
し
た
。
青
島
知
事
は
こ
れ
に
対
し
、
都
区
制

度
改
革
を
都
政
の
重
要
課
題
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
再

度
表
明
し
た
う
え
で
、
清
掃
事
業
移
管
準
備
へ
の
協
力
・

青
島
都
知
事
に
清
掃
事
業
移
管
準
備
への
協
力
・
支
援
を
要
望
〔
特
別
区
長
会
〕

都知事に要望する区長会役員（11/10） No.68

平
成
７
年
11
月
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12
月
4
日
、
国
（
自
治
省
）、
都
、
区
に
よ
る
「
都
区

制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
幹
事
会
」
が
設
置
・
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
「
幹
事
会
」
は
、
先
月
17
日
、
深
谷
自
治

大
臣
の
呼
び
か
け
に
よ
り
実
現
し
た
「
都
区
制
度
改
革
連

絡
調
整
会
議
」
に
お
い
て
同
会
議
の
下
に
設
置
す
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

「
幹
事
会
」
は
、「
都
区
制
度
改
革
の
推
進
に
資
す
る
」

と
し
た
「
連
絡
調
整
会
議
」
の
目
的
に
沿
い
、
よ
り
連
携

を
密
に
す
る
た
め
設
置
さ
れ
、
改
革
の
推
進
に
必
要
な
課

題
の
整
理
及
び
関
係
者
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

構
成
員
は
、「
連
絡
調
整
会
議
」
と
同
様
自
治
省
と
都

区
制
度
改
革
を
担
当
す
る
都
及
び
特
別
区
の
実
務
レ
ベ
ル

の
関
係
者
（
別
表
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
日
は
国
、
都
の
清
掃
事
業
の
担
当
者
が
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

当
日
の
幹
事
会
で
は
、
今
後
連
絡
調
整
を
図
る
べ
き
課

題
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、年
内
に
「
連
絡
調
整
会
議
」

と
の
合
同
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

合
同
会
議
は
、
12
月
20
日
に
開
催
さ
れ
、
大
田
区
長
と

台
東
区
議
会
議
長
が
代
表
と
し
て
出
席
し
、
制
度
改
革
に

か
け
る
区
側
の
思
い
を
披
れ
き
さ
れ
ま
し
た
。

支
援
に
つ
い
て
は
当
然
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
各
区
と

の
連
携
を
緊
密
に
と
り
な
が
ら
対
応
す
る
こ
と
を
約
束
し

ま
し
た
。

ま
た
、
リ
サ
イ
ク
ル
や
財
政
問
題
に
つ
い
て
も
要
請
に

対
し
て
理
解
を
示
し
、
区
側
と
十
分
協
議
す
る
考
え
を
述

べ
ま
し
た
。

No.69

平
成
７
年
12
月

都
区
制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
幹
事
会
及
び
合
同
会
議
開
催

別表　　　　幹事会の構成員（敬称略）

自治省行政局行政課長
　　　　　　　　朝　日　信　夫
東京都総務局区市町村連絡担当部長
　　　　　　　　藤　堂　義　弘
特別区協議会事務事業移管等準備室長
（事務局長事務取扱）
　　　　　　　　有　田　昌　志
〈オブザーバー〉
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長
　　　　　　　　三本木　　　徹
東京都清掃局連絡調整担当部長
　　　　　　　　江　渡　順一郎

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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昨
年
の
12
月
20
日
、
虎
ノ
門
パ
ス
ト
ラ
ル
に
お
い
て
、

都
区
制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
と
同
幹
事
会
の
合
同
会
議

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
催
趣
旨

今
回
の
「
合
同
会
議
」
は
、
関
係
者
を
交
え
て
の
意
見

交
換
を
主
な
目
的
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

区
長
の
代
表
と
し
て
西
野
大
田
区
長
、
区
議
会
議
長
の

代
表
と
し
て
伊
藤
台
東
区
議
会
議
長
が
出
席
し
、
区
側
の

改
革
に
対
す
る
思
い
や
決
意
を
披
れ
き
し
ま
し
た
。

区
長
、
議
長
の
出
席
は
、
11
月
17
日
の
第
１
回
「
連
絡

調
整
会
議
」
に
お
け
る
深
谷
前
自
治
大
臣
の
冒
頭
挨
拶
の

中
で
提
案
さ
れ
、
今
回
実
現
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
当
日
は
区
長
、
議
長
が
退
席
し
た
後
、
東
京
清

掃
労
働
組
合
の
大
久
保
委
員
長
が
関
係
者
と
し
て
出
席
し

て
い
ま
す
。

区
長
・
議
長
の
意
見
表
明

会
議
の
内
容
は
、
非
公
開
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
区
長

会
等
で
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
先
ず
、
伊
藤
台
東
区
議
会
議
長
が
発
言
し

ま
し
た
。

議
長
は
、
前
自
治
大
臣
と
は
古
く
か
ら
の
友
人
で
あ
る

と
自
己
紹
介
し
た
あ
と
、「
特
別
区
を
基
礎
的
自
治
体
と

し
て
自
治
法
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
」
は
、
昭
和
27
年
以

来
の
自
治
権
拡
充
運
動
に
お
け
る
悲
願
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
熱
弁
を
振
る
い
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
改
革
に
つ
い
て
、
東
京
の
全
政
党
、
全
会

派
が
賛
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
制
化
に
時
間

が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
自
治
権
拡
充
の
た
め
な
ら
特
別
区
は
い

か
な
る
努
力
も
惜
し
ま
な
い
覚
悟
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。

続
い
て
、
西
野
大
田
区
長
が
発
言
し
ま
し
た
。

区
長
は
、
区
の
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
を
実
例
に
挙
げ

な
が
ら
、
特
別
区
が
あ
ら
ゆ
る
課
題
に
積
極
的
に
対
応
で

き
る
行
政
能
力
を
持
つ
一
方
で
、
現
行
制
度
上
そ
の
位
置

づ
け
が
非
常
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
の
矛
盾
を
述

べ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
特
別
区
を
基
礎
的
自
治
体
と
し
、
他
の
地

域
と
同
様
の
２
層
制
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
、
改
革
の

必
要
性
を
力
説
し
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
、
区
は
す
で
に
、
都
の
支
援
・
協
力
を
得

な
が
ら
清
掃
事
業
の
受
入
れ
準
備
を
進
め
て
お
り
、今
更
、

制
度
改
正
は
後
戻
り
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
も
強

調
し
ま
し
た
。

自
治
省
も
積
極
的
発
言

区
長
、
議
長
の
発
言
を
受
け
、
自
治
省
の
松
本
行
政
局

長
か
ら
は
、「
自
治
省
は
、
こ
の
制
度
改
革
を
や
る
と
い

う
意
向
は
固
め
て
い
ま
す
」「
や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
」
等
の
積
極
的
な
発
言
が
あ
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。

西
野
区
長
、
伊
藤
議
長
の
力
強
い
意
思
表
明
に
対
し
、

自
治
省
の
こ
う
し
た
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果

で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
特
別
区
と
し
て
も
、
清
掃
事
業

移
管
に
向
け
た
条
件
整
備
な
ど
改
革
の
た
め
の
積
極
的
な

行
動
を
と
お
し
て
、
区
長
、
議
長
の
発
言
を
実
証
し
て
い

く
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 No.70

平
成
８
年
１
月

「
都
区
制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
・
幹
事
会
合
同
会
議
」開
催
さ
れ
る

都区制度改革連絡調整会議・幹事会合同会議（12/20）
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No.71

平
成
８
年
２
月

臨
時
国
会
開
会
前
日
の
1
月
10
日
、
大
場
区
長
会
会
長

（
世
田
谷
区
長
）
が
、
新
年
の
挨
拶
の
た
め
深
谷
前
自
治

大
臣
を
訪
問
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
前
大
臣
は
「
今
後
、
連
絡
調
整
会
議
を
活
用

し
て
改
革
を
進
め
て
欲
し
い
」、「
自
分
も
積
極
的
に
協
力

し
て
い
く
」
旨
の
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
橋
本
新
内
閣
組
閣
直
後
の
1
月
24
日
、
区
長
会

の
役
員
区
長
が
、
倉
田
新
自
治
大
臣
を
表
敬
訪
問
し
ま
し

た
。新

大
臣
は
、
都
区
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
「
重
要
な
課

題
と
し
て
深
谷
前
大
臣
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
。
自
分

と
し
て
も
都
の
地
方
分
権
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
」
旨

の
力
強
い
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

新
旧
大
臣
の
発
言
は
、
法
改
正
の
た
め
の
環
境
整
備
を

進
め
て
い
る
特
別
区
に
と
っ
て
は
非
常
に
心
強
い
も
の
で

す
。

新
旧
自
治
大
臣
を
訪
問　
特
別
区
長
会　
特
別
区
制
度
改
革
を
要
望

倉田自治大臣を表敬訪問（1/24）

12
回
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し
ま
し
た
「
清
掃
事
業
移
管
の

ポ
イ
ン
ト
」
が
終
わ
り
、
8
年
度
か
ら
は
新
た
な
企
画
で

連
載
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

年
度
の
終
わ
り
に
の
ぞ
み
、
今
回
と
次
回
に
分
け
て
、

自
治
省
正
式
受
理
以
降
の
動
き
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

◆
国
会
上
程
へ
の
期
待
◆

平
成
6
年
12
月
、
鈴
木
前
都
知
事
と
遠
藤
前
区
長
会
長

が
野
中
元
自
治
大
臣
に
直
接
会
見
し
て
、「
７
年
通
常
国

会
で
の
法
改
正
」
を
要
請
し
、
正
式
に
受
理
さ
れ
た
こ
と

は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
そ
の
後
、
自
治
省
は
異
例
と

も
い
え
る
速
さ
で
、「
第
１
３
２
回
国
会
（
常
会
）
内
閣

提
出
予
定
法
律
案
・
条
例
要
旨
調
」
に
検
討
中
の
法
律
案

と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
7
年
1
月
の
定
例
閣
議
に
付

議
し
ま
し
た
。

特
別
区
長
会
・
議
長
会
も
急
き
ょ
「
実
現
決
起
大
会
」

を
開
催
し
、
衆
参
両
国
会
議
員
に
、
通
常
国
会
で
の
地
方

自
治
法
改
正
を
要
請
す
る
な
ど
、
平
成
7
年
は
、
大
き
な

期
待
の
中
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

な
ど
予
期
せ
ぬ
事
態
が
発
生
し
、
世
情
が
騒
然
と
す
る
中

で
、
関
係
省
庁
の
対
応
能
力
は
、
極
限
状
況
に
な
り
、
法

案
が
上
程
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。東

京
都
は
、
6
月
の
国
会
会
期
終
了
を
控
え
た
5
月
の

定
例
区
長
会
で
、「
国
の
努
力
を
見
守
っ
て
い
る
が
、
今

通
常
国
会
で
の
法
案
提
出
は
困
難
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い No.71
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状
況
で
あ
る
」
こ
と
、「
仮
に
法
案
上
程
が
見
送
ら
れ
た

場
合
、
清
掃
移
管
に
係
る
条
件
整
備
を
着
実
に
進
め
る
」

な
ど
、
法
案
が
確
実
に
上
程
で
き
る
よ
う
な
「
環
境
づ
く

り
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
、
今
後
の
対
応
に
つ
い

て
報
告
し
て
い
ま
し
た
。

◆
現
状
打
開
に
向
け
て
◆

関
連
法
律
は
、
つ
い
に
上
程
さ
れ
な
い
ま
ま
会
期
が
終

了
し
、
落
胆
と
焦
燥
感
が
漂
う
な
か
、
区
長
会
と
議
長
会

は
、
6
月
19
日
に
「
特
別
区
制
度
改
革
実
現
に
向
け
た
今

後
の
取
組
に
つ
い
て
（
基
本
的
行
動
方
針
）」
を
作
成
し

ま
し
た
。

方
針
は
、「
特
別
区
と
し
て
で
き
る
法
改
正
の
た
め
の

環
境
づ
く
り
を
着
実
に
進
め
る
」
こ
と
と
し
、
車
庫
整
備

な
ど
清
掃
事
業
受
入
れ
の
た
め
の
諸
準
備
を
積
極
的
に
進

め
る
こ
と
を
内
外
に
示
し
て
い
ま
す
。

東
京
都
も
、
8
月
の
定
例
区
長
会
で
「
車
庫
整
備
に
か

か
る
財
政
支
援
の
基
本
的
考
え
方
」
を
示
し
、
車
庫
用
地

の
取
得
方
法
や
支
援
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

こ
う
し
て
区
長
会
は
、
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
諸
環
境
と

平
成
12
年
ま
で
の
作
業
日
程
等
を
再
確
認
し
、「
推
進
本

部
」
を
「
実
施
準
備
本
部
」
に
改
編
す
る
な
ど
、
気
を
取

り
直
し
早
期
法
改
正
に
向
け
て
本
腰
で
臨
む
態
勢
を
整
え

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

月日 動　　き 備　　考
4. 9 都知事選 青島新都知事誕生
5.16 区長会 都経過説明（第132国会上程困難との認識

を示す）
6. 9 区長会、青島新都知事表敬訪問 改革の推進を要望
6.18 第132国会会期終了
6.19 区長会 都知事来訪、「基本的行動方針」了承
8. 8 村山改造内閣発足 深谷新自治大臣就任
8.22 区長会、深谷新自治大臣表敬訪問 法案上程への理解と尽力を要望
11.10 区長会、都知事要望 清掃事業条件整備への支援・協力を要望
11.17 都区制度改革連絡調整会議

設置・開催（第1回）
設置趣旨・沿革等確認、幹事会の設置の
決定

12. 4 都区制度改革連絡調整会議
幹事会開催（第1回）

清掃事業移管等にかかる都区の取組状況

12.20 区長会 都「車庫整備の考え方」を提示。人材育
成計画等了承

12.21 都区制度改革連絡調整会議・幹事
会合同会議

西野大田区長、伊藤台東議長出席

12.21 東京都町会連合会、都知事要請 改革の推進を要請
1.10 区長会、深谷大臣新年挨拶
1.11 橋本新内閣発足 倉田新自治大臣就任
1.24 区長会、倉田新自治大臣表敬訪問 法案上程への理解と尽力を要望

平成7年度　特別区制度改革関係の動き
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前
回
に
続
き
、
平
成
7
年
度
の
動
き
に
つ
い
て
、
連
絡

調
整
会
議
設
置
以
降
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

◆
深
谷
自
治
大
臣
就
任
◆

第
１
３
２
回
通
常
国
会
へ
の
上
程
が
見
送
ら
れ
、
特
別

区
が
早
期
法
改
正
に
向
け
た
運
動
の
再
構
築
を
模
索
し
て

い
た
最
中
、「
改
革
推
進
派
」
を
自
認
さ
れ
る
深
谷
衆
議

院
議
員
が
自
治
大
臣
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

都
区
関
係
者
は
、
区
議
、
都
議
の
経
歴
を
持
つ
自
治
大

臣
の
誕
生
に
よ
り
、
改
革
実
現
へ
新
た
な
展
望
が
開
か
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
大
き
な
期
待
を
抱
き
ま
し
た
。

事
実
、区
長
会
が
表
敬
訪
問
し
た
際
、深
谷
大
臣
は
「
改

革
は
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
、
加

え
て
、
12
年
の
実
施
に
向
け
た
国
の
法
改
正
作
業
を
、
清

掃
事
業
移
管
の
た
め
の
車
庫
整
備
等
と
「
並
行
的
に
」
進

め
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大
臣
の
発
言

に
都
区
関
係
者
の
期
待
は
大
い
に
高
ま
っ
た
の
で
す
。

◆
連
絡
調
整
会
議
の
設
置
◆

11
月
17
日
、
大
臣
の
努
力
に
よ
り
、
自
治
省
は
「
都
区

制
度
改
革
連
絡
調
整
会
議
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

連
絡
調
整
会
議
は
「
都
区
制
度
改
革
の
推
進
に
必
要
な

課
題
の
整
理
や
関
係
者
間
の
連
絡
調
整
に
資
す
る
た
め
」

と
い
う
目
的
を
掲
げ
、
国
（
自
治
省
）、
東
京
都
、
特
別

区
の
三
者
の
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
い
う
画
期
的

な
も
の
で
し
た
。

と
も
す
る
と
動
き
の
鈍
か
っ
た
国
が
、
重
い
腰
を
上
げ

た
の
で
す
。

こ
の
会
議
の
場
を
通
じ
て
、
平
成
12
年
の
改
革
実
施
が

確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
令
改
正
の
時
期
は
、
清
掃
事

業
移
管
の
た
め
の
都
区
に
お
け
る
条
件
整
備
の
状
況
に
よ

る
と
の
自
治
省
の
考
え
方
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。

◆
都
区
の
取
組
◆

こ
う
し
た
動
き
と
前
後
し
て
、区
長
会
は
、11
月
10
日
、

都
知
事
に
対
し
て
清
掃
事
業
条
件
整
備
へ
の
支
援
・
協
力

を
要
請
し
ま
し
た
。
ま
た
、
12
月
に
は
、
清
掃
事
業
移
管

に
備
え
た
人
材
育
成
計
画
の
策
定
、
税
財
政
に
関
す
る
都

区
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
置
な
ど
法
改
正
に
向
け

た
環
境
整
備
に
つ
い
て
区
側
の
本
格
的
な
取
組
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。

東
京
都
も
こ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
「
車
庫
整
備
の
考
え

方
」
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
8
月
に
提
示
し
た
「
車
庫

整
備
に
対
す
る
財
政
支
援
」
を
予
算
計
上
す
る
な
ど
、
具

体
的
支
援
を
着
々
と
実
行
し
た
の
で
す
。

一
方
、
12
月
20
日
に
開
か
れ
た
連
絡
調
整
会
議
・
幹
事

会
の
合
同
会
議
で
は
、
西
野
大
田
区
長
、
伊
藤
台
東
区
議

会
議
長
が
出
席
し
、
法
改
正
の
た
め
の
環
境
整
備
に
つ
い

て
積
極
的
な
推
進
を
約
束
す
る
な
ど
、
制
度
改
革
実
現
に

懸
け
る
特
別
区
の
強
い
決
意
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

◆
来
年
度
に
向
け
て
◆

年
が
明
け
、
橋
本
新
内
閣
が
誕
生
し
、
自
治
大
臣
に
千

葉
県
議
出
身
の
倉
田
参
議
院
議
員
が
就
任
し
ま
し
た
。
1

月
24
日
、
区
長
会
の
表
敬
訪
問
の
際
、
新
大
臣
は
、「
重

要
課
題
と
し
て
深
谷
前
大
臣
か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
。

自
分
と
し
て
も
都
の
地
方
分
権
と
し
て
進
め
て
い
き
た

い
」
旨
の
力
強
い
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
近
々
連
絡
調
整
会
議
の
幹
事
会
を
開
催
す
る
た

め
、
現
在
、
日
程
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
平
成
12
年
の
改
革
実
現
に
向
け
て
、
法
改

正
の
準
備
は
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。
残
さ
れ
た
大
き
な

課
題
は
区
側
の
受
入
れ
準
備
を
確
実
に
整
え
て
い
く
こ
と

だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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事
務
事
業
移
管
等
準
備
室
は
4
月

1
日
か
ら「
制
度
改
革
実
施
準
備
室
」

に
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
区
長
会
で
設
置
し
て
い

る
「
特
別
区
制
度
改
革
実
施
準
備
本

部
」
の
昨
年
8
月
の
改
編
に
合
わ
せ

た
も
の
で
す
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

121


